
中央社会保険医療協議会 基本問題小委員会座席表   

日‾時1平成2．1年11月1白日（水）10：00（目途）～10：00  
会場：はあといん乃木坂 フルール（BIF）   

中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第148回）  

議事次第  

平成21年11月18日（水）  

於 はあといん乃木坂  

拝 領  

○ 医療技術の評価について  

○ リハビリテーションについて  

○ 医療安全に関する体制について  

○ その他   

＼  



21．11．18  

3 医療捜橋の1次評価結果  

【1次評価緒果】  医療技術の評価・再評価（1次評価結果）について  

項目  件数  

ヱ且⊥丘  
円 医療技術評価・再評価提案件数  （重複分をカウントすると   

8g6件）   

旦旦旦性  
① 2次評価において検討することが適当   新規技術159件  

とされた技術  
既存技術185件  

② その他の技術（有効性・成熟度が低い又   

は安全性・倫理性・・社会的妥当性等から   804件  
次  問題有りとされたもの等）  

評  
③ 基本診療科及び指導管理等に係る提案   

価   手、個別の技術評価ではなく制度に対す   45件  

結  る提案書（注1）  

果     ④ 薬事法上の承扱が得られていない医薬   

晶卑び医療機器等を用いる技術（注2■）  
191牛 

⑤ 先進医療専門家会識において 
等について隋諭する技術 

19件  

平成21年11月18日  

診療報酬調査専門組織・医療技鱒評価分科会  
分科会長  吉田 英機  

1これまでの検討状況   

（1） 診療報酬における医療技術の適正な評価の観点から、診療報酬調査専門組織医療技  

術評価分科会において、学会等から提出される医療技術評価損素手に基づき、新規医  
療技術の評価及び既存医療技術の再評価を実施することとされ、本年2月から中医協  

基本間鴇小委員会において、平成22年改定に向けた検討作業を開始。   

（2） 具体的には、本年3月から6月にかけて、．関係学会等から合計731件（重複を除  

く）の医療技術の評価・再評価希望辛が厚生労働省に提出され、現在、臨床医を中心  

としたワーキンググループによる1次評価が終了し、その結果が取りまとめられたと  

ころ。   

（8） 今後、2次評価において検討することが適当とされた医療技術について、医療技術  

評価分科会において分野横断的なより幅広い観点から2次評価を行い、基本問題小委  

兵舎へ報告することとしている。  
注1：基本診療料、指導管理等については、医療技術評価分科会の評価の対象外。  

注2：薬事法上の承認が得られていないものは、保険診療において使用することができない。  

保険と併用する方法として高度医療（第8項先進医療）がある。  

注8：先進医療については、先進医療専門家会韓lこおいて、実績報告等に基づき、別途保険  

導入について評価が行われるため、2次評価の対象とはしない。   

【参考：平成20年度改定】  

2・1次評価の実施方法   

保険診療に精通した医学、歯学、薬学、看護学専の有権者で構成される以下   
の6分野のワーキンググループを放置し評価を行った  

桐1：娘科、耳鼻咽喉科、歯科系、皮膚・皮下組級   
桐2：疎頂器系、救急、麻酔、放射線   
WG3：濃化器、肝施t胆道・膵臓、′乳腺、呼吸終、在宅医療 
㈹4：泌尿器・男性生殖器、産婦人科・女性生殖器、新生児‥小児   
WG5：内分泌■栄養・代臥血液・造血器・免疫臓器、′調剤、看護、病理、その他   
肌＝日精神、神経、筋骨格  

項目  件数   

旦旦ユ性  
医療技術評価・再評価提案件数  （重複分をカウントすると   

812件）   

口  ① 2次評価において検討すること   
旦旦旦性  

次 が適当とされた技術  
新規111件  

評  
既存122件   

価  
② 345件  

結  
東   療に係る技術  103件  
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4 今後のスケジュール  

今後、医療技術評価分科会を2同程度開催し、二次評価結果をとりまとめた上で、平成2  
2年1月下旬頃に基本問題小委員会へ報告する予定  

【参考：平成20年改定におけるスケジュール】   

平成19年12月 3日 医療技術評価分科会（1次評価報告）   
平成20年1月21日 医療技術評価分科会（2次評価）  

1月28日 評価結果を基本間領小委員会へ報告   
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個々の医療技術が保険適用されるまでの基本的な流れ  

■l■ －■■■－■■ ■■■■－■■●－－－－－－ －－ －■■   

蘭係学会  
：○学会内で合意形成 ：  

＼○要望とりまと’め  
ヽ－＿＿＿＿＿＿＿＿＋＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿′  

｛｝■   
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5．実施スケジュール   

平成21年3月上旬  提案書配布  

6月19日 提出締め切り、重複・薬事法などの確認  

7～9月  ワーキンググループによる評価  

10月以降1次評価終了、医療技術評価分科会にて2次評価  

評価結果を中央社会保険医療協銭金基本問題′巨委員会に  

報告   

次期診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る  

評価方法等について（臭）  

盛夏   

次期診療報酬改定に向けた新規医療技術の評価及び既存技術の再評価を実施するにあ   

たり、当分科会において評価方法等について検討する。   

医療技術評価分科会においては、平成15年度より学会等に技術評価希望書の投出を   

求め、医療技術評価の参考にしてきたところであるが、平成20年度改定においては、   

臨床医を中心としたワーキンググループによる一次評価及び当分科会における二次評価   

を行い、中央社会医療協議会基本問題小委員会へ報告した。次期改定においても、平成   

20年度改定と同様に下記のとおり実施してはどうか。  

1．分科会における評価対象技術  

分科会における評価対象技術は、原則、医科学療報酬点数表第2章鱒掲診療科盈旦   

部（在宅医療）から第13部（病理診断）、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診療科   

第2部（在宅医療）から窮14都（病理診断）に該当する技術として評価されている  

又はされることが適当な医療技術とする。  

2．分科会において評価対象とする評価提案書  

以下の学会から提出された評価提案蓄（別紙）について評価を実施する。  

○ 日本医学会分科会、内科系学会社会保険連合、外科系学会社会保険委員会連合、   

日本歯科医学会分科会（認定分科会含む）の何れかに属する学会、日本薬学会、並びに   

看護系学会等社会保険連合  

3．評価方法  

評価は2段階で実施する。  

（1次評価〉臨床医を中心としたワーキンググループを設置し、専門的観点から当該技術に  

係る評価を実施。技術評価分科会の委員はいずれかのワーキンググループに  

属する。ワーキンググループは原則非公開とする。  

（2次評価）■1次評価結果において高く評価された一定数以上の技術を対象に、医療技術  

評価分科会全体会合において、より幅広い観点から評価を実施。  

4．評価結果の取り扱い  

評価結果は中央社会保険医療協議会基本問題小委員会に報告する。  
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医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【詳細版】  

申請団体名  医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】  
申請団休名  代表者名  

提出年月日  平成21年 月 日  
※ 憮版に排した糊lの甘暮、軌  

抜出年月日  平成2t年ご月ご：日  
※．細こ艶こ佗血き九てい ふ蹴霹聾壬することな、く．・空■を』める融で僚艦すること． ■州こはt壇しないこと   

※ 必辛が挑も淋のデータを用いることも可能．   

技術名  

技術の概要  

対た疾患名  

保検収覿の必貫憶のポイント  

【評価項目】   

①有効性  
・治癒率・死亡率・00Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベル：l11川IV V Vl   
・エビデンスレベルの明確化   ■土ビデンスレベルについ七は別紙参照ゐ上記絶するこ＝と   

②安全性  
・副作用専のリスクの内容と頻度  

③普及性  
・年間対象患者数  
・年Ⅶ実施国数等   

塵Ⅶ対土崩音数  
年Ⅶ実施回数 

人  

④技術の成熟度  
・学会等における位置づけ 
・難易度（書門性・■甜等）  

⑥倫理性・社会的妥当性  
（間瑠点があれl鋤）  

⑥妥当と思われる棚の区分  C在宰・D検査・E画像・1F投薬・G注射・Hリハビl／・l精神・J処置・K手術・   
（1つと○）   」麻酔・M放射針山病理・その他   

妥当と思われる点数及びその根拠  点数      盲‾   
（斬毀の場合）  

⑦代替する保険既収載技術との比較，  無・有  
（当該技術の導入により代替する  

ことが予想される既収載技術）   （区分番号と技術名  ）   

・効果（安全性専を含む）の比較  

・兼用の比較  

鞘珊モのものカⅦであっても、すでに刷物膚の中で匪められているものについて軋「酬技術用jを用いること．   

技術名  

技術の概要  

対象痍息名  

保険収敲の必手性のポイント  

【評価項目】   
①有効性  
・治癒率・死亡率・∞Lの改善等  

・学会のガイドライン等   エビデンスレベル：llI＝lV V Vl   
・エビデンスレベルの明確化   書エビデンスレベルについては別紙蓼照の上記戴すること   

②安全性  
・副作用等のリスクの内容と頻度  

③普及性  
・洋間対象患者数   卓W対生患者数 

・年間実施国数等   年蘭安施屈数 
人  

④技術の成熟度  
個  

・学会等における位置づけ  
・難易度（専門性・脚専）  

⑤倫理性・社会的妥当性  
（Ⅶ点が机皿）  

⑥妥当と息われ尉紗腋報酬の区分  C在宅て！二q検査二・・E画像■もF農薬iG注射・Hリハビリ・用榊・J処せ・K手術・  －二   
ぞ（1？う1主○）た   L藤一瑞適疎胞1 

妥当と思われる点数及びその根拠  点数      点   

（新設の場合）  

当該技術の導入より代替される醐技術  
⑦代替する保朕既収敲技術との比較  

（区分番号と技術名  

無・有  
）   

・効果（安全性専を含む）の比較  

・費用の比較  

⑧予想される医療費への影響や軸畔   
円 畑■滅  

相加と妃載されたことにより技術への騨価が変わるものではない   

（脚出の根拠をl甜する。）  
・予想される当該技術に係る医療井  
・当該技術の保険収載に伴い減少が予  
鱒される医療費  
（費用一助果分析などの経済評価  
を実施していれl珊可）  

⑨その他  



⑧予憩される医療薫への影響こ座間）   予魚影響額  円 増・滅  

＊増力ロと記戯されたことにより技術への評価が変わるものではない   

（脚出の根拠を記載する。）  

・予想される当該技術に係る医療費  
・当蛾技術の保検収戴に伴い減少が予  
惣される医療費  

（費用一効果分析などの経済評価を実  

施していれl珊可）  

⑨当該技術の海外における公的医療  
保膜（医療保陳）への収獣状況  

0．把捜していない   

その他  

関係学会、代表的研究者等  

担当者、連絡先（住所、耶舌番号、  
ファックス番号、E－一仙lし）  

①当舘技術に医薬品を用いる場合、∵その昔な号の’の内容を記載  
＊ 薬事法内容等不明な場合は添付文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること。  

名称（販売名、一般名）  薬事法の   薬事法の「使用日的、効能又惇  薬価収載（保険収  

承詑の有無  効果」   敲）の有無  

有・無 有・無  

（承諾番号   

有ゝ’i一無 有・無  

（承認番号   

有・無  有1無  
（承認番号   

有・韓  有・無   

（承認番号  

⑫当該技術に医療機器を用いる坤合、その主なものの内容を記敲  
＊ 薬事法内容等不明な一場合は削寸文書を読むか、製造販売会社等に問い合わせること。  

名称、（販売名、－  薬事法の  薬事法の「使用日的、  鱒険収載  特定保険医熊村料   
股名）   承言忍の有無▼  効能又は効果イ   ll ＝ ＝：  

有＝・1粁  有．・無  該当・非該当  
（承認書号  

番号：  

名称：  

価格：  

有・無 有・無  抜当・非旗当   
（承認書号  

番号∴  
冬称：  

価格ニ  

有・無  有・無  該当・非該当  
（承認番号  

番号：  

名称：  

価格：  

有・無  有・無  抜当・非該当   

（承認番号  

寺号：  

名称：  

価格：  



中医協 診－2－4  

21． 2． 2 5  

診調絶 技－ 5  

21． 2．13  
医療技術再評価提案書 く保険既収載技術用）  

申請団体名  

代表者名  

提出年月日  ヰ成21年 月、、′日  保険未収載技術 一次評価 評価票  
※ 菊組頭こl己艦されtい  ことなく十重■馨■める形でI已義し：・1故に｛めること．‘柵，lに  

ロ⊥ロビ」〉q買  

丼 甜モのものが断放であっても、すでに僻酬の中で鮮肋られているものについて帆棚を用いること．  
※ 朗払t机欄外のチータを用いることも可．  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  
技術名  

診療醐区分三（lうーこ○） 
C在官・′D検査・引酬トF投薬・G注射・Hリハビリ・I精神・J処置・K手術・  

L伸・M放射線・N病理・■々の他 

棚御書号  

技術の根葉  

1．算定要件の見直し鵬年、回数制限等） 2．点数の見直し（叫点）  
再評価区分  3．点数の見直し（減点） 4．保険収載の廉止  

5．その他く  ）   

具体的な内容  

【評価項眉】   
①再評価の理由  

G鱒及性のま化  象W対よ患者数の変化・－現在ぺi′：十・・≡・∴人丁車㍉イ∴ノ＋ ■人山婚・減・変化無し  

・年間対象患者数の変化  年Ⅶ拙数の変化・フ現軒二・ 人→ 人 増・濾・射ヒ無じ  

・年肌実施国数の変化等  

③予想される叫へ桝二（年Ⅶ）   予想排症  円 増・減   

（開算出の根拠を記載する．）  

・予想される当城技術の医療費  
・当該技術の保険収厳に伴い減少する  
と予想される医療費  

その他  

関係学会、代表的研究者専  

担当者  
連絡先（住所、電話番号、ファックス  
卒号、E一舶IL）  

評価項目  評価結果  

1，技術の有効性・成   

熟度（含むデータの   

賞・信頼度）につい   

て  

1 2 3 4 5  

（低 肛＝≒＞ 高）  

2．安全性・倫理性・  

社会的妥当性の観点  
から見た、保険収載  
の適切性について  

問題あり  問題なし  

3．普及性に係るデー  

タ等の妥当性につい  

て  

低   中   高  

1．先進医凛とすべき   

2，施設基申を脚ナるべき   

3，必要なし  

4．実施施設の限定に   
ついて  

（評価上の留意事項）  

・「1．技術の有効性・成熟度について」は、提案書①有効性及び④技術の成熟度に記載され   
た内容を、エビデンスレベル等のデータの質・信頼度も含め総合的に評価し、該当点数を○  
で囲むこと。   

・「2．安全性・倫理性・社会的妥当性の観点から見た、保険収載の適切性について」は、提   
案書③安全性及び⑤倫鐘性・社会的妥当性に記載された事項を評価し、保険収載の適切性に  
ついて問題あり・なしを判断すること。   

・「3．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書③普及性に記載された内容等につい  
て、臨床的観点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲むこ一と。   

・r4．実施施設の限定について」は、提案キ④技術の成熟度等を踏まえ、当該技術は保険収載   
に至るにはまだ十分普及していないため先進医頑としての取扱いが妥当である、又は保険収   
載するにあたり施設基準等を用いた実施施股の限定が必要である、と判断した場合は、それ   
ぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局蘭載欄」は、事務局が捷案書記城内容の確認を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   

－■  



保険既収載技術 一次評価 評価票  保険未収載技術 二次評価 評価票  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  
評価項目   評価結果   コメント   事務局記載欄   

12345  

1．再評価の必要性・  

妥当性について  （低喧＞高）  

2．普及性に係るデー のつい   低  
タ妥当性にて  中   高  

評価項目  

1 2 3 4  5   

（低 Ⅸ＝＝：＞ 高）  

1．当該技術の保険収   

載に係る必要性・妥   
当性について  

1．先進医療とすべき   

2．施設基準を股けるべき   

3．必要なし  

2．実施施設の限定に   
ついて  

（評価上の留意事項）  

・「1．●当該技術の保険収載の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案幸に記   
載された内容を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。   

・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が保険収載されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案  
し、評価を実施すること。   

・「2．実施施設の限定について」は、一次評価結果、捷農事③普及性、④技術の成熟度、⑤倫   
理性・社会的妥当性及び⑥予想される医療費への影響等を踏まえ、当該技術は先進医療とし   
ての取扱いが妥当である、又は保険収載するにあたり施設基準等を用いた実施施設の限定が   
必要である、と判断した場合は、それぞれ1．又は2．（それ以外は3．）を○で囲むこと。   

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄Jは、事務局が捷案寄託載内容の確認を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。  

（評価上の留意事項）  

・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、提案春①再評価の理由を、データの質t信頼   
度も含め総合的に評価し、該当点数を○で囁むこと。   

・「2．普及性に係るデータの妥当性について」は、提案書②普及性の変化に記載された内容等   
について、鶴床的観点からその妥当性を3段階（低、中、高）で評価し、該当項目を○で囲  
むこと。  

・必要に応じて「コメント」欄にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確駆を行った際等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   



保険既収載技術 二次評価 評価票  

番号：  

評価対象技術  
評価者：  

評価結果  

評価項目  

1 2 3 4 5   

（低 旺：：：：＝：：：＞ 高）  

1．再評価の必要性・   

妥当性について  

（評価上の留意事項）  

・「1．再評価の必要性・妥当性について」は、一次評価の結果及び提案書に記載された内容   
を総合的に評価し、該当点数を○で囲むこと。   

・特に、提案書⑥予想される医療費への影響については、影響額の多寡のみだけでなく、当該   
技術が再評価されることにより国民の健康、保険財政等へもたらす影響を総合的に勘案し、   
評価を実施すること。   

・必要に応じて「コメント」珊にコメントを記載すること。  

なお、「事務局記載欄」は、事務局が提案書記載内容の確認を行った麒等に気づいた点につい   
て記載するものであり、評価に際しては参考として用いること。   

嘱■  
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米国の多様な健康保険制度  

三つの州（川ANAGEDCÅR【′肌DICÅRE′MEDICAID）  

・マネージドケア（管理医療、58％）  

・出来高払い保険（1左％）  

・メディケア（高齢者保険、13％）  

・メディケイド（低所得者保険、12％）  
・現役・退役軍人保険（0．1％）  

医師の技術料   

～米国のR8RVSの場合～  
中央社会保険医療協譲会  

委員・基山 孝正  

（山形大学医学部長）  

Y■mlg8t－Univ…lty  

・約4．700万人  

（米国民7人に1人）  

＼’－・¶・員＝・Univ・rli  

※％は対人口比  T．K■㍗m■  T．Kly・爪■  

ドクターフィー（医師収入）の保険別内訳  

四く 
→廼  

■◆」旦塑  

－◆呈旦墾  

→ユ旦塑  匹く≡  
5％  

民間保険の支払いもメディケアに準じている。  
Yim8ga†且U爪iv亡r5Ⅰツ  

膵順天堂大学・伊藤昌穂先生資料を改変  4   T・K叩・mi   
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WoRKRVU（狭義の医師技術料）の構成  

（ハーバード大学公衆衛生学教室の研究）  
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※pqr†Aがホスピタルフィー、Pqr†8がドクターフィー。  

○手技・処置ごとに3つの相対値（RVU）を設定  
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0支払額＝∑（RVUJX地域補正係軌）×転換係数  
Y■ml即t▲Unjver51ty  Y－m・帥1Univ打5i  

T．K▲y－m－  T・K・y■ma   
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なぜR8RV5が導入されたのか  WoRKRVUの具体的な算定方法  

0基準となる診療内容を1．0とした場合に、その診療内容   

が総合的にみて何倍負担になるかを医師パネルに尋   

ね※、その回答結果を平均して相対的な負担度を算出  

0異なる専門領域間の調整：10名程度の医師から写る医   

師パネルが協議によって、異なる領域間で仕事量がほ   
ぼ同じである医療行為を同定し、共通尺度化  

※当初の段階では、約2．000名の医師に個別に電話インタビューを実嵐Y▲叩ti  Y▲ml名山Univer叫′1  
T・Klyl伽／意誉憲弐  8  T・K－yi爪▲β翌撃ミ  



R8RVSによるドクターフィーの例（2009年）  

一一三瀧・一因田閂l彊臼  
腰椎椎間板手術  
⊂PTd3030  

（整形外科）  

脳動脈痛手術  
⊂PTdld98  

（脱神緯外科）  

＄89】．93  13．03   8．59  3．01  24．73   

12．54 1】3．18 ‡4．082．02  る9．45  31．19  

冠動脈ステント留置術  
⊂PT92980 （1本） 14．82  7．る占  

（循環器科）  

CÅ8¢くl本）  

CPT33510  34．87  14．49  

（心巌血管外科）  

l．03  23．51  事847．93  

4．41  53．77 ＄l．939．30   

※地域補正係数は省略、転換係数は＄36．0666  
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［出所］AMA，肋d血rg尺β月膵プ卯タ．・乃ビア妙！f血闇一仇娩，2009  

9  

Y■m・glt・U山vtr51ty  
T・K・y■m▲  

米国の専門医の平均年収と平均就業時間  

脳神経外科医  

心臓内科医  

整形外科医  

l餌繊外科医  

＋船外科医  

一般内科医  

小児科医  

家庭  

5．35b万6．340  

5．248万0．290  

も123万3′740  

4．42る万る．970  

3．753万2．390  

1．92る万0′000  

1．797万0．古50  

1′712万0．000  

全国医師平均  3．210万0．000  

大学勤務医く全職位平均）   701万1，337  

公立病院勤務医  l′49る万4．504 

［出所】AMA【OW＄2000、＄1＝107円、大学勤務医は、山形大学・タイムスタディ調査（2009年1月24日  
～30日、n＝156）による。公立病院の総収入は、17固医療経済実態調査。週就業時間は、「医師需給に  
係る医師の勤務状況調査」による常勤病院勤務医の平均値。  
順天堂大学・伊藤昌穂先生資料を改変 10  

Y▲m帽・t▲U∫liver51【y  
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調査結果を踏まえ、①医師が改善が期待できると判断する場合に   

模準的算定日数の除外対象疾患となる疾患の見直し、②維持期のリ   

ハビリテーション．を医療保険で実施すること’を可能とするリハビリ   

テーシiン医学管理料の新設、③早期に行われるリハビリテーショ   

ンへの重点化を強めるために疾患別リハビリテーションに逓減制を   

導入した。   

3 平成20年度診療報酬改定（参考資料P6）  

（1）・早期加算の新設   

発症後早期のリハビリテーションの充実を図るため、疾患別リハ   

ビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間の入院中の患   

者について、早期リノ＼ヒリテーション加算を新設した。   

（2）維持期のリハビリテーションの評価   

医療保険における維持期のリハビリテーションを評価するため、   

各疾患別リハビリテーシiンの碍準的リハビリテーション実施日数   

を超えたものについては、1ケ月当たり13単位まで実施可能とした。   

また、医師が改善が期待できると判断する場合は、従来通り標準   

算定日数を超えても実施可能とした。   

4 平成21年度介護報酬改定（参考資料P7）   

平成21年度介護報酬改定において、以下のような取組みをおこ．な   

い、医療償険でリハビリテーションを．受けている利用者の円滑な介   

護保険のリハビリテーションへの移行を図った。   

（1）保険医療機関のみなし指定   

医療保険でリハビリテーションを受けている患者が、同じ施設で   

引き続き介護保険のリハビリテーションを受けられるように、保険   

医療機関を介護保険の適所リハビリテーション事業所の「みなし指   

定」を行うこととした。   

（2）短時間・個別リハビリテーションに対する評価   

介護保険のリハビリテーションにおいても、医療保険と同様に短   

時間かつ20分以上の個別リハビリテーションについて評価を行った。   

（3〉 短期集中リハビリテーショシ実施加算   

介護保険のリハビリテーション初期め早期の集中的なリハビリテ  

2   

疾患別リハビリテーションについて  

1 疾患別リハビリテーションに係る診  上の評価の変；  

1平成18年度診療報酬改定（参考資料矧4）  
（1）疾患別リハビリテーションの導入   

それ手で人員配置、機能訓練室の面積等を要件とする施設基準に   

より区分されていた評価体系を見直し、疾病や障害の特性に応じた   

4つの疾患別リハビリテーション料を設けた。また、集団療法に係   

る評価は廃止し、個別療法のみに係る評価とした。   

（2）急性期のリハビリテーションの充実   

急性期のリハビリテーションの充実を図るため、1日に算定可能   

な最大単位数を6単位から9単位とした。   

（3）維持期のリハビリテTション   

平成16年1月の「高齢者リハビリテーション研究会報告」におい   

て、リハビリテ⊥ションに関する問題点として、長期にわたって効   

果の明らかでないリハビリテ」ション層療が行われていること、医   

療から介護への連続するシステムが機能していないこと等が指摘さ   

れた。   

この報告書を踏まえ、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏   

まえ、長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが有用  

セある一部の疾患等を除き、算定日数に上限を設定して算定日数の   

上限を超えるリハビリテーションは介護保険が中心となって対応す   

ることとされた。   

2 平成19年4月リノ＼どリテーション料の見直し■（参考資料P5）   

平成18ヰ度診療報酬改定検証部会調査結果より、少数であるが医   

学的に改善の見込みがあるにも関わらず医療保険でのリハビリテー   

ションが継続されていないと思われる事例等があること、維持期の  

リハビリテーションについては①少数ながら介護保険の対象となら   

ない若年患者が存在すること、②介護保険において必ずしもニーズ   

に合った適切なり／ 

明らかになった。   

また、多くの患者が算定日数上限より前にリハビリテーションを   

終了していることも明らかになっ■た。  

1  



ーションに対する評価の引き上げを行った。   

第2 現状と課題  

1 回復期のリハビリテーションの充実が進む一方、発症後早期から   
のリハビリテーションについては十分とは言えないとの指摘が見ら   

れる．。特に、運動器リハビリテーションについては、発症後早期の   

患者に対応する場合に人員配置等の基準が十分ではないことから、   

大腿骨頸部骨折の手術後患者などの急性期の患者に対して十分なリ   

ハビリテーションが提供されていない場合があることが指摘されて   

いる（参考資料P16）。   

2 脳血管疾患等リハビリテtションの対象患者とされている廃用症   
候群については、患者の状態像や提供されているリハビリテーショ   

ンの内容について実態が十分に把握できていないとの指摘がある   

（参考資料P17）。   

3 心大血管リハビリテーションは、外来で実施されるケースも増加   
しているが、施設基準等の要件が厳しいことにより実施施設数が限   

定されているとの指摘がある（参考資料P用－22）。  

【届け出件数】  

平成19年  平成20年   

病院数   217   
（Ⅰ）   

286  

心大血管リハビリテーシ  5  

ヨン料   病院数   122   111  

（Ⅱ）  17  
（Ⅱ）  

16   

病院数   1，808   1．980  

（Ⅰ）  60  61  

脳血管疾患等ル、どリテ  病院数  1．060  

ーション料  診療所数  
（Ⅱ）  

259  

病院数   3，399   2，240  

（Ⅱ）  1，36  
（Ⅲ）  

1，082   

病院数   446   4637  

運動器リハビリテーション  皿  3103  
（Ⅰ）  

3292  

料  病院数   1062   976  

（Ⅱ）  44  
（Ⅱ）  

644   

病院数   2561   2719  

呼吸器リハビリテーション  皿  87  
（Ⅰ）  

105  

料  病院数   997   967  

（ 168  
（Ⅱ）  

165  1 平成・20年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションの   

逓減制を廃止するとともに、脳血管疾患等リハビリテーションを 3  
段階の区分とした0 

心大血管   脳血管疾患等   運動器   呼吸器 

リハビリテー  

ション料（Ⅰ）   
些吐息   迫L息   ユユ旦．息   1ヱむ息   

リハビリテー  

ション料（Ⅱ’）   
100点   ユ旦旦＿且 新  80－点   80点   

リハビリテー  

ション料（Ⅱ）  
100点  



2 発症後早期のリハビリテーションの充実を図るため、より早期に  【算定状況】（社会医療診療行為別調査各年6月審査分）  

実施したものについて評価を設けた。  平成19年  平成20年  

算定件   算定回数  
数  

算定件数  算定回数   

逓減前 6，227  72，243   

心大血管疾患リハビリテ  
9，742  104，094  

350  7．090  

ーション料   逓減前   2，168  23，577   
（Ⅱ〉  

（Ⅱ）   826  18，292  

心大血管疾息リハビリテ  

ーション医学管理料   （Ⅱ）  3   3   

逓減前・  154，613  5，255，413   
皿  253．641  7，205，973  

74，985  1．653，・623  

脳血管疾患等リハビリテ  
（Ⅱ）  53，515  1，031，411  

ーション料  

逓減前  63，634  1，107，300   
（Ⅱ）  

逓減後  33，764  447，520   
（Ⅲ）  66，012  849，507  

脳血管疾患専リハビリテ  4，566  7，566  

ーション医学管理粁   （Ⅱ）  15，514  25，275   

逓減前  456，910  4，495，077   
（Ⅰ）  

505，g94  5，917，826  
運動琴リハビリテーショ  57・，049  421，001  

ン料  逓減前  288，026  1，977，444   

（Ⅱ）  

（Ⅱ）  345，964  2，313，430  

連動器リハビリテーショ  9，510  14，563  

ン医学管理料   （Ⅱ）  14．755  21．280   

逓減前  15．255  150，594   
（  

逓減後   
28，728  277，052  

呼吸器リハビリテーショ  739  10．553  

ン料   逓減前   148   699 

（Ⅱ）  80   640   
（Ⅱ）  6，909  40．048  

呼吸器リハビリテーショ  194   388  

ン料   （Ⅱ）  

早期リハビリテーション加算 30点（1’単位につき）  

【算定要件】  

1疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間に限り算定  

できる 

2 入院中の患者についてのみ算定できることとする   

【算定件数】平成20年6月審査分  

実施件数   算定回数   

心大血管疾患リノ「どリテーション料   

早期リハビリテーション加算   
6，661   64，811  

脳血管疾患等リハビリテーション料   

早期リハビリテーション 加算   
96，842   2，012，158  

運動器リハビリテー 

早期リハビリテーション加算   
104，580   1，527，591  

呼吸器リハビリテーション料   

早期リハビリテーション 加算   
14，505   125，615  

3  各疾患別リハビリテーションの標準的算定日数を抱えたものに   
ついては、1か月当たり13単位まで医療保険で算定できることと．し   

た。   

■l  

－1   

1  

彗  



第4 論点  
1 発症後早期のリハビリテーションについて、診療報酬上の評価を   

どう考えるか。また、急性期の運動器リハビリテーションが患者の   
必要度に応じて十分な体制の下で提供されることについて、診療報   

酬上の評価をどう考えるか（参考資料P8－10．16）。   

2 廃用症候群の患者に対して、そのニーズに応じたリハビリテーシ   

ョンを提供するための診療報酬上の措置についてどう考えるか（参   

考資料P17）。   

3 心大血管リハビリテーションについて、その普及性の向上のため   

に、一定の体制を確保している医療機関における診療報酬上の評価   
についてどう考えるか。（参考資料P18－22）   

4 平成21年度介護報酬改定を踏まえ、維持期のリハビリテーション   
について診療報酬上の評価についてどう考えるか（参考資料P3－7）。  

回復期リハビリテーション病棟について  

翠1」雪原期り■／＼ビソテーション席棟に係る診卵酬の言平価の変遷  

1 平成12年度診療報酬改定   

脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上   

による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーション   

を集中的に行う病棟について、回復期リハビリテーション病棟入院   

料として診療報酬上の新たな評価を設けた（参考資料P24）。   

2 平成18年度診療報酬改定   
回復期リハビリテーション病棟入院料について、更なる普及を図   

る観点から、算定対象となるリハビリテーションを要する状態を拡   
大するとと．もに、一律に180日を算定上限とする取扱いを改め、リ   
ハビリテーションを要する状態ごとに算定上限を設定した（参考資   

料P25）。   

3 平成20年度診療報酬改定   
回復期リハビリテーション病棟の要件に、試行的に質の評価に関   

する要素を導入し、居宅等への復帰率や、重症患者の受入割合に着   

目した評価を行うとともに、病棟におけるリハビリテーションの実   

施状況を踏まえて、当該病棟たおける医師の専従配置を緩和した（参   

考資料26）。   



［施設基準］   

回復期リハビリテーション病棟入  

院料1と同じ。  

平成20年度改定後  

A308 匡l任期リハビリテーション病棟入院料  

1，680点  

【算定要件］   

回復期リハビリテーションを要する状  

腰の患者を訂割以上入院させていること  

［地紋基準コ  

心大血管疾患リハビリテーション料  

（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテーシ占ン  

料■（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）、運動器リハビリ  

テーション料（Ⅰ）又は呼吸器リハビリ  

テーション料（Ⅰ）の届出を行っている  

こと  

Å308【訂復期リハヒ●リテーション病棟入院料   

1匡卜復期川ハヒ◆り予－ション病棟入院租⊥   

1．鱒0点   

【算定要件］  

回復期リハビリテーションを要す   

る状態の患者を8割以上入院させて   

おり、かつ以下の要件を満たすこと  

1新規入院の1割5分以上が重症の  

患者であること  

2退院患者の在宅復帰割合が6割  

以上であること   

［施設基準］   

心木血管疾患リハビリテーショ 

料（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテー   

ション料（Ⅰ）、くⅡ）若しくは（Ⅱ）、   

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）又   

は呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）   

の届出を行っていること   

【重症患者回復病棟加算】  

占0点（1日につき）   

［算定要件］  

重症の患者の3割以上が退陵鞋   

日常生活機能が改革していること   

［◆施設基準］  

回復期リハビリテ」ション病棟入   

院料1の届出を行っている病棟でみ   

阜こと  

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2  

1J95点   

［算定要件］  

当世病棟において、回復期リハビリ   

テーションを要する状態の患者を8   

割以上入院させ、かつ回復期リハビリ   

テーション病棟入院料1の基準を満   

たさないもの  

【届出状況】  

平成19年   平成20年   

回復期リハビリテ・  27388  

ーション病棟入  一般病棟  病棟数  115  
院料   病床数  504ナ  

療養病棟  病棟数  140  

病床数  65声5  

2 一  医療機関数  794   716  

一般病棟  病棟数   366   311  

病床数   16137   13770  

療養病棟  病棟数   598   561  

病床数   27388   25296   i■  

【算定状況】各年6月審査分  

平成20年   

回復期リハビリテーション病棟入院  54，023   49，920  

1，124，190   平嘩19年     料  実施件数       算定回数    1，085，337  重症患者回復病棟加算  実施件数    9．483   算定回数    193，685   
第2 平成20年度診療報酬改定調査検証部会の調査結果  

1 平成21年度診療報酬改定結果検証調査によると、回復期リハビリ   
テーション病棟の退棟患者の約了0－75％が在宅に移行している（参考   

資料P29．30）。   

2 重症患者の入院割合については、回復期リハビリテーション病棟   

入院料Ⅰを算定している病棟が約30％、入院料Ⅱを算定している病   

棟のうち平成20年4月以降に施設基準を取得した病棟が約27％、そ  
れ以前に施設基準を取得した病棟が約17％となっており、Ⅰを算定   

する病棟の方が重症者の入院割合が高くなっていた。また、重症患   
者のうち約60％が退棟時に日常生活機能評価の点数が3点以上改善  

10   

■   
－ ■  



していた（参考資料P31，32）。   

′3 患者1・人1日当たりのリハビリテーション提供単位数は平均4．5   
－5．7単位であったが、2単位以下という病棟も見られた。病棟にお   

けるリハビリテーション提供体制については、平日と比較して日曜   

日の人員配置が著しく少なくなっていた（参考資料P33－35）。  

草旦郎  

1調査検証相異を踏まえ、回復期リハビリテーション病棟入院料の   

質の評価についてどう考えるか（参考資料P26－32）。   

2 回復期リハビリテーション病棟において、患者の回復に必要なリ   

ハビリテーションが十分に提供される体制の担保について、診療報   

酬上の評価をどう考えるか（参考資料P33－35）。  

り二・   



参考資料  参考資料  

リハビリテーション  疾患別リハビリテーション  

リハビリテーションに関する議論について  リハビリテーションについての問題点等．  

卿において、リハビリテーションに関  

する問題点として、   

◆もっとも重点的に行われるべき急性期のリハビリテーション医療が十分行われていな  
い   

◆長期にわたって効果の明らかでないリハビリテーション医療が行われている   

◆医療から岬能してし、なし、   

◆リハビリテーションとケアの境界が明確に区分されておらず、リハビリテーションとケ  
アが混在して提供されているものがある   

◆在宅におけるリハビリテーションが十分でない   

との指摘を受けたところ。  

′‾－■－ －－－－－－－－－－－－ 

ヽ J患者に対して20分以上個別療法として理学療I 暮 

法や作業療法、言語聴覚療法等の療法を行っ】  
た場合に1単位として算定する費用。   】  

1回復期リハビリ絵テーション病棟を始軋＿出】  

て入続編  
J  

二 

ヽ  
J脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に ■l  

l対し七、ADL能力の向上による寝たきりの防 t・  
回復期リハビリテーション  

入院料  
」上と家庭復帰を目的としたリハビリテーションl  

を集中的に行うための病棟において算定する t  

今後の高齢者のリハビリテーションのあるべき方向性として、  

◆リハビリテーションは、利用者の生活機能に関する最適の目標をひとりひとりに設定し、   
その日標を実現させるために立てられた個別的な計画に基づ皇、期間を設定して行わ   
れるべきものである。  

◆目標や計画に基づ力「ない単なる機能訓練を漫然と実施することがあってはならない。  

ことが指摘されたところ。  

Ⅰ入鹿札  
l・  

相軋諾丘で阜も ■しlと車亘ヤヲ㌍？手一 

出典：「いきいきとした生活機能の向上を目指して」   
「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」普及啓発委員会 より抜粋   



平成20年鹿診療報酬改定後の疾患別リハビリテーション（イメージ）  
平成18年鹿診療報酬改定後の疾患別リハビリテーションくイメージ）  

○医師が改善が期待できると判断する場合は、従来どおり、標準   
的算定日数内外にかかわらず1日6単位まで算定可能  

○それ以外酬標準算定   

日数（180日等）を越えるリハビリを評価  

例：1ケ月13単位まで（1単位の点数は標準的算定日数以前と同じ）  

○理学療法、作業療法、言言吾聴覚療法の区分を廃止し、疾患別の評価体系を導入。  

○集団療法の評価の廃止。（介護保険では集団療法存続）  

01人1日あたりの上限は4単位から6単位に拡大。  

積悪慧慧 ‾－  

年 tl」 
■■．■ 一1′ヽ 【 ヽ   

2
0
4
月
以
降
の
リ
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ビ
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テ
ー
シ
ョ
ン
の
評
価
 
 

では180日）  

疾患別リハビリテーション料  

1日6単位まで  

（1単位235点）  

早期加井  
草位ごとに算定  

疾患別リハビリテーション料  

1日6単位まで  

1単位235点  
《状態の維持を目的とする場合〉  

発症からの日数  

通所リハビリテーションに関する介護報酬の主な改定内容（平成21年度）  
ー；＼疾患別リハビリテーションの見直し（平成19年鹿イメージ）  

みなし指   ○医師が改善が期待できると判断する場合に標準的算定日数上限の除外対象となる疾   

患の見直し。  
○疾患別リハビリテーションに逓減制を設けると共に、維持期のリハビリテーションに対   
してリハビリテーション医学管理料を新設。  

医療保険でリハビリテーションを受けている利用者が、同じ施設で引き続きリハビリを続けられるよ  
う、保険医療機関については、介護保険の退所リハビリテーション事業所の「みなし指定」を行うことと  
した。特に、医療保険において、脳血管疾患等リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーション  
を算定している病院・診療所については、通所リハ事業所の施設基準を満たすことから、実際に介護  
報酬を算定することが可能となった。  

集 中リハビリJ テ 
－ 3．【短期   「ション実施加算  

l．■． ■ヽ ●ヽL．ヽ  －◆ －、■■．■■■■■●  

早期の集中的なリハビリテーションに対する評価の引き上げを行った。   
（例）・退院・退所日又は認定日から起算して1月以内  180単位／日 ⇒ Z80単位／日  

・退院・退所日又は認定日から起算して1月超3月以内130単位／日 ⇒140単位／日  

注 退院・退所日又は認定日から起算して3月を超えている期間に、個別リハビリテーションを行っ  

た場合には、個別リハビリテーション実施加算として80単位／日を算定可能（月13回を限度）   

発症  
（月2回まで）440点  



ノ′ヽ′］ヽ′Jリノ’－し・ノ′ ．′J一′1T＞ノ〟山戸・K替i干1－ノレ’し＼皇ノ  

心大血魯、三  鱒血牽疾患 等－  連動器   呼吸器   

10名  （Ⅰ〉235点  

・七  （Ⅱ）190点  

O _ 
・」  

等 の  Ⅰ）200点  （Ⅲ）100点  （Ⅰ）1．7b点  （Ⅰ）170点  
ス  
タ  

ツ フ  Ⅱ）80点  Ⅱ）80点  

常勤でない従事者 1  Ⅱ）100点  

名  

算定日数上限  150日   王●＝   159日   90日   

病院：100雨以上   専任の常勤医師1名   

診療所：45ポ以上   PT・■OTの合計2名以上  
170点  

呼吸器   

専任の常勤医師1名  

①pT：1名以上  
Ⅱ  病院・診療所：45ポ以上・    ②oT：1名以上  80点   

①②のいずれかを満たすこと  

専任の常勤医師1名  

病院：30ポ以上  
①pT：2考以上  

②有機師：2名以上  200点  
診療所：20．ポ以上  

③pT・看建師各1名以上  

心大血管   
①苫沼）のいずれかを満たすこと  

常勤医師1名  

病院：30∩†以上  
①pT：1名以上 

Ⅱ  
診療所：20ポ以上 

℡看儀師：1名以上  100点 

①②のいずれかを満たすこと  

（PT・看護師は常勤でなくてもよい）   

10  

心大血管疾患リハビリテーション料届出施設数  疾患別リハビリテーション料の施設基準について①  

専任の常勤医師1名  

①pT：5名以上  

ロ  病院・診療所：180ポ以上 （STは個別療法圭81ポ以上）   ②oT：8名以上  
③sT：1名以上（STを行う場合）  

235点  

①－③の合計で10名以上  

病院：100ポ以上   専任の常勤医師1名   

臓血管疾患等．  診療所：45ポ以上   PT・OT・ST（STを行う場合）が各1名以上  190点   

（STは佃別療法圭8雨以上ト   合計4名以上  

書任の常勤医師1名  
病院：100ポ以上  ①再：1名以上 

Ⅲ  診療所：45扇以上   ②oT：1名以上  100点  

（STは個別療法圭8∩イ以上）   ③s．T：1名以上  

（王似∋）のいすれかを満たすこと   

専任の常勤医師I名  

病続こ1D8雨以上  
①pT：2名以上  

診療所：45nイ以上  ②oT：2名以上  170点  

運動器  
③pT・OT各1名以上  

※2   
（王：喧X3）のいずれかを満たすこと  

専任の常勤医師1名  

Ⅱ   
①pT：1名以上  

病院・診療所：45汀【以上    ②oT：1名以上  80点   

①②のいすれかを満たすこと  

ロ心リハ（Ⅱ）診療所  

U心リハ（Ⅱ）病院  

■心リハ（Ⅰ）鯵療折  

口心リハ（Ⅰ）痛快  

平成加嘩  
※1脳血管疾患讐リハビリテーション（Ⅱ）の地役であっても、研♯を終了したあん庫マッサージ指圧師事が訓練を行った鳩舎は  
脳血管リハビリテーション（Ⅱ）の点数を算定する  

※2遵勤馨リハビリテーション（Ⅰ）の施設であっても、研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が別線を行った場合は運動草  
リハビリテーション（Ⅱ）の点数を算定する  

（医療課爛べ）   

11  



脳血管疾患等リハビリテーション料届出施設数  呼吸器疾患リハビリテーション料届出施設数  

－■l  

1．80島  1．9且  ○  

□脳（Ⅱ）診療所  

口脳（皿）痍眈  

，脳川）診察耶  

■悩川）ホ院  

■椒（り診療所  

口脳（l）痍恍  

ロ呼（Ⅱ）抑斯  

口岬‖‖痍餞  
■呼（Ⅰ）診環所  

□叩（Ⅰ）ホ院  

平成19年  平成祁年  
平成ZO年  

（医療課調べ）  
（医療梓川ぺ）  

運動器疾患リハビリテーション料届出施設数  リハビリテーション料の算定件数、回数  

Ⅱ
 
1
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
Ⅲ
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
 

吋
 
岬
－
壕
 
オ
ー
鮨
 
川
脚
 
脳
 
心
 
心
 
 

件
数
 
 

口運（Ⅱ）診療所  

D運（Ⅱ）病院  

D運（Ⅰ）診療所  

□遷（Ⅰ）病院  

所  
l：て－ラ1ご・結纏★互わ∴   

ト・    ・tと  

l  

司  

Ⅱ
 
Ⅰ
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
皿
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
Ⅱ
 
Ⅰ
 
 

呼
 
吋
 
運
 
運
 
隅
 
瞳
 
摘
 
心
 
心
 
 

回
数
 
 

平成m年  
（医療誅調べ〉  

0  1000000    20∞000   ：IOO0000    400∝氾0    50α〉000    6000000    7【）∝氾00    800000（】  

（平成20年社会医療診欄行為別調査）  
15  15   



阜期加衰草寅件数  期加算算痘痙  1件あたり早期町 算算定回数∴∴   

昭血管疾患琴リハビリテーション   96842  2012158   20．8   

運動紗ノハビリテーション   10458  1527591   14．   

心筋梗塞に対するリハビリテーション  

急性期・回復期■維持期に分類される。  

・運動耐用能の改善  

－リスクファクター改善■・りむ拍数減少、血圧低下、体重・脂肪過多改善等  

・抗血栓効果‥・血摸量の増加、血液年度の低下、血小板凝集の低下等  

・心筋障害と致死性心室性頻脈性不整脈の発生リスクの低下  

（HZO社会医療診療行為別納壬） 

【回復リハビリテーション入院料ユ井定患者】   
理学十作業十富浦療法の1人当たり実施単位数  

平均37．3単位  

【入濾一叫の／く－セル僧如  い－セル他の瑚l山  

Ollt鳩 噌▲ 柏▲ 的Il恥▲   旺 lO▲ lは 刊員 lO▲  

【回復リハビリテーション入院料1算定患者】  

理学＋作業＋音頂療法の1人当たり実施単位数  
平均岬  

Ⅰ入壇加のパーセル樽牡】  レトセル触の故書▲耶  

l一 札l㈹l剛■ 卯鼻l01▲   l110▲ ；叫 沖▲ 仙l  

心臓術後のリハビリテーション  

上記に加え、 
りくイ／くスグラフト開存率の改善  

・関心術後の再入院率の減少  

川愴鼠丁   
川■11）   

1l・・1I■■   

川t51〉   

ll－19一札  

（H■抑   

】○一乃∫性  
（Ht51〉   

lト19▲鎗   

川■抑   

50・■5，一也   

tll■11I   

柏＋位鑓上   

川■50）  

16  

（心血管疾息におけるリハビリテーションに隕するガイドライン（三明7年改訂恥  
く平成21年定検柾部会隅壬「回復期リハビリテーション病棟において導入された「賞の評価」の効果の実態現査」）  

廃用症候群に関するリハビリテーションの効果  

【回復リハビリテーション入院料1算定患者コ  

理学＋作業＋青侍療億の1人当たり実施単位劇  

平均25A単也  

［回復リハビリテーション入焼料2算定患者】  

理学＋作業＋音符療法の1人当たり実施単位数  
平均17．1風位  

【入違桝の／トセル柑な】  【／く－セル他の硝点鋸  

○点 獅側▲・もは10い鵬  は1は 之は 如lは  

心リハを行った例（55％）と行わなかった例との生命予後比較。  

l迅1蛸の一く－セ哺鋸  【直七摘蜘敏鮎鋸  

は：購い桐＝舶＝朋100▲   はlは 之は 苅▲ 4は  

帥組下  
（HI3】）   

10・・1仲仕  

（H王19）   

】い・三雄位  
（N・23）   

神明掴  
（炬11）   

4い491位  

（H・））   

5卜591愴  

（【，○）  

仙刑柑上   
（H－○）  

対象：ミネソタ州オルムステッド郡の心筋梗塞患者1821例  

結果：観察期間6．6±4．6年、死亡774例、MI再発493例。  
死亡は56％減少、再発は28％減少  

JACC2004；44：988・96（破線はミネソタ州の予測生存曲線）  
ZO   17  

（平成21年席総和部会Ⅶ香「同相湘りハビリテーション病捜においで濾入き九ケ「曹の評価lの勤屡の宝飾用杏11  



心臓リハビリテーションの普及状況  

＊pく0．01  

¢％  コ○％  40％  80％  80％  100％  1王0％  

急性期心筋梗塞の治療  

冠動脈遺影  

冠動脈再濯折原法（P忙）  

緊急冠動脈再濱流療法（E一円q  

心痛外科診環部門  

集中治療部（tCU′CCU）  

参考資料  

何らかの形態の心臓リハビリ  
′
一
●
－
－
－
t
…
●
＼
 

－  

【
％
 
 H

～
3
 
％
 
 

ヽ
 
 

′  

息性期心臓リハビリ  

心掛ノハビリ施設掟定  

回復期心掃リハビリ  

患者数膏プログラム  

回復期リハビリテーション病棟  

運動処方  

呼気ガス分析  

外来型Ib臓リハビリプログラム  

口心臓治療、リハビリテーションの普及状況日本循環器学会挽定数育施設恒喘呵  

口心臓治療、リハビリテーションの普及状況日本循環器学会協力病焼トユ194）  

（GotoYotal．Clr。J173－179，2007．）  21  

ハビリテーションが普及しなし  

回復期リハビリテーション病棟とは？  
○％ 10％ ユ○％ 30％ 40％ 50，〈 60％ 70％ 80％，ロ％  

人手が足りな  

設㈱が足りな  

正  

リハビリを行う場所がな  

点者がいな  

い  

他   

口日本循環器学会認定教育施設  

口日本循環器学会協力病院  

＜要件の概要＞  

・回復期のリハビリテーションを要する患者が常時8割以上入院していること。  

・病棟に専任医1名以上を常勤配置すること。  

・病棟に専従の理学療法士2名、作業療法士1名以上を常勤配置すること。   
Data＼〟ereCOLlectedfrom2220fthe245JCStraininghospitaLs（leftpanel）andlO60fthe128JCSassociate  
hospitals（rlghtpaneI）thatwerenotperforminganycardiacrehabilitation．Thefirstreasonandthesecond  
reasonwerecumulated．  

（GotoYotさl．CircJ173－179．2007．）   之2  



rご禦戯1，；誓tこミ1．一票三賞∴亮∴・∴∵こT∵一’1一丁．∵∵∵∵∵’ニニご二′二二：二∴二ご三∴′＿．小，＝。                                                                                                                       ■ ■  こl  

入院期間に応じた評価（イメージ）   対象患者等  在院日数要件  施役数 病床数   

・脳血管疾患又は大腿  なし   ・入院料1  

骨頸部骨折等の回復期  柑5  

リハビリテーションの必  乳047（一般）  

要性が高い患者を8割以  6．555（療養）  
上人焼させている  ・入院料2 

13，門0（一般）  

25．2g8（療養）  

主な人員基準等   主な施設基準等  

1．890点  

（入院料1の場合）   
・専任の医師：1名 ・専従の理学療法士：2名  

t専従の作業療法士：1名   

診療に係る費用は包括削   ・看護機負：15対1  

・看護師比率40l   

（入院料1）  

・新規入院患者のうち1割5分以上が壷  

†  
症の患者であること  
・在宅復帰申が8割以上であること   

180日※2   

※1リハビリテーションに係る兼用等を除く  係 兼用等を除く  

平成18年  平成1，年   

【：：コ回復期リハ引丙床触 ［：：：コ四復期リハ1ホ床勤 －●一施設敵  

平成20年  

（医療碑調べ）  

27  

※2高次脳機能陣書を伴う重症脳血管障害等の場合  

回復期リハビリテーション病棟の質の評価について  検証部会の結果   

0％ 10％ 20％  30％ 40％  50％ 60％  70％ 80％  90％ 100％  

■回復期り征◆リテ一泊ン病棟入院料1  【コ回復期リハビリテーわン病棟入院料2  

の63．4％ 

重症愚考回復病棟加算…入院料1の算定病棟一 入院料2のうちH20．4以降に基準取得（実績期間）…入院料2の算定病痕の79．5％  
入院料2のうちH20・3以前に基準取得（継続算定）…入院料2の算定病棟の20旦埠  

28  

（平成21年度検証部会調査咽復期リハビリテーション病棟において導入された「質の評価」の効果の実態調査」）   



在宅7夏帰率  重症者の割合  
‾  ‾ ‾     ■ ■■    ■■ ■ ■     l  ■   ■  

【入院料師り】  

○％ 10％ 20Iも 】0％ 10％ 50％  

【入射服し】  

（Nち210）  ○％ 10％ 之01も 30％IO％ 50％  新入棟患者の日常生活機能評価の点数の分布（図表3・14）  

⇒10点以上の重症患者の割合  

入院料1算定病棟（重症患者回復病棟加算有り） …r立返1 1  

入院料算定病棟（重症患者回復病棟加算無し） …し曇之艶j 入院料2算定病棟（H20・4以降に基準取得＝実績期間卜・一辺基盤  

入院料Z算定病棟（H20．3以前に基準取得：継続算定）…16．5％  

（N；364）  

60％兼吉■  

60％以上70％未満  

く享築   

80％以上90％木鶏  

90％以上  

ホ回書  

60％未満  

60％以上70％未開   

一  一一一一一一一一‾  
て、祁肇盤聖禦．   

80％以上90％未満  

90％以上  

ホ圃答  

全   体  
（N＝之8′868）  

入院料1【加算書り】  

（N℡16．831）  

入院料1【加井無し】  

（Nご9，214）  

入院料2［実績期間］  

（N＝2．048）  

入焼料2［織軌算定コ  

（N＝775）  

【入酎鵬椚  

0％  10％ 20％．′】○％ ヰ0％ 50％  

【入院料桝定】  

（N】＿16〉    0％ 10％ 之01も 30％ ■0％ 50％  
（N】－62）  

60％未5■  

60％以上70％未満  

70％以上80％未満  

80％以上90％未満  

90％以上  

｛恒】書   

60％未満  

60％以上70％未満  

70％ul上80％朱5轟  

80％以上90％舞璃  

90％じ1上  

｛l【司獅  

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ SO％ 60％ 70％ 80％ 90％100％  

hO点   ロ1■｝4点   凸5－9点   ロ10－1ヰ点   ロ15－19点  

31  

（平成21年度検旺部会調査咽復期リハビリテーション病棟において導入された「賞の評価」の効果の実態調査」）  （平成21年度検証部会調査咽復期リハビリテーション病殊において導入された「賞の評価」の効果の実態調査」）  

重症者の改善状況、退棟患者の退棟後の居場所  重症患者回復率  

丁入棟時に王症であった患者の退棟時の日常生活機能評価の改善状況（図表3＿17）  

【全 体】  

【入剛ロ算削】  

（N■36ヰ） q≠ 10≠  2M、 3¢嶋  イOIt  

人 数   割 合   

退棟患者  27．423人  100．0％  、－－－、．  
【再掲コ入棟時の日常生活機能評価の点数が10点以上の患者   7．457人  27．2％  100．0％  

［再々綿］追棟時に点数が3点以上改善していた患者   4′329人  15．8％  58．1％   

【入射無し】  

（N■210） OI1 1川 】○ヽ ）○≠ 10一鶉  

30％＊闊  

3ロー40％束礪  

ヰ○－SO％繋礪  

5ロー00恥未縞  
、一  ■，  

●I   く‾印－70％ホ碑  、 
一一－－－、■   

70・・80Iも＊舛  

80％以上  

丸田讐  

つ0％乗積   

】0－ヰ0％集∬   

●0■・50％禾＃   

50・－60％簾∬   

‘○・－TO％＊賞   

70－80％＊嘱  

80％以上  

■国書  

竜‖重き＝旨の適地     操のl貫濾声斤rl苅弟A．1Rl   

入統料1   入院料1   入院料2  入院料2  
通牒挫の居嬢簡  全 体  ［加算有り】  ［加算無し】  【実績期間    【継続算別  

（N■28′868）                 （Nq16．831）  くN零9．Zlヰ）  （N←ヱ．048）   （N亨775）   
68  ．6％  l   ・；・・・  69．5％   65  石   67．1％   

自  ⑧他の回復期lノ／＼どリテーション病棟   0  0．3％  0．0％   0  0．0％   

⑳②を除く一触ホ床  ヰ  4．5％  4．4％  5  3．6％  

所   （む②を除くな義鋼床  2  1．8％  
－ 

1．7％  5  7．3％  
さ瞼くその他の轟床  0   0．3％   0．2％  0   04％   

⑥回復抑ノハビリテーションホ棟［病順】   0．6％  0．6％   0．6％   0．5【沌  0．7％  

他                 ⑦⑥を除く一敗膚床［病院】   6  ．4％   6．5％   6．8％   5．3％  4．4％   

⑧⑥應除く薇暮鋼床【鋼院】   3  ．1％   3．4％   2．7％   2  ．1％   3．4％  

鏡                   ⑨⑥～⑧を除くその他の病床［病院］   0．4％  0．5％   0．3％   0．7％  

dむ書床鯵■所   

0．1％  

0．  2％   0．2％   0．1％   0  ．7％   0．0％   

①介護老人保健施枚 7  3％   7．4％   7．8％   5  ．9％   

⑧介捜老人椙杜絶牧  
5．6％  

1．7％   1．5％   2  ，3％   2．2％  

⑳グループホーム  0．7％   0．7％   0．8％  1．8％   

そ   2．0％  2．1％   1．9％   2．1％  2．3％   

他  ⑱高小寺書用1千住専   0．3％  0．3％   0．3％   0  ．5％   

⑯陣書手支嬢鳥取 
0．6％  

0．1％ 0，3％  0．0％  
①死亡  0．6％   

一 ■L   

0．5％  0．3％  
0  4％   0．4％   0．5％   0  3％   01％   

合  計  100．0％  100．0％   100．0％   100．0％  100．0％   

【入院料晰】  

（N－62） 8％  10≠  20≠ 】○≠  ■0≠  

【入馴続算定】  

（N－16） ○％ 10≠ 】○％ JO≠ 18≠  

コ0％東鶉   

】0－■40％未満   

ヰ0－50％東鶉   

50－00『も未満   

80－70％兼！■   

70・－80％★れ  

8ロ％柱1上  

撫ロ1書  

30％東鶉   

コ○－ヰ0％大賞   

ヰ0・・50％禾礪   

50－60％未見   

60・・7（）％東鶉   

70－80％木賃  

80％以上  

■皿讐  

（平成21年度検証部会調査咽復期リハビリテーション病棟において導入された偶の評価」の効果の実態調査」）   （平成21年度横転部会調査「回復期リハビリテーション病棟において導入された「賞の評価」の効果の実態調査」声0  



【回復期リハビリテーション病棟入院料1井声病棟  

：重症点者回復病棟加算有り］  
平均5．6風位  

（N＿ュ○■）○勺ち  之0％    ヰ○りl   

【回復期リハビリテーション病棟入院料1井定病棟  

：王症患者個復病棟加算無し】  
平均5．7単位  

・土曜【平成ヱ1年7月4日（土）】のリハビリテーションに係る職檀の出  

動状況  

・日曜【平成21年7月5日（日）】のリハビリテーションに係る職種  

の出勤状況  
（N＿210〉 ○ぅも  20勺も  

Z・仙  

ユ■亘■せ轟叫．  

■・－5暮慎】■I■   

与■｝○■位】■】■   

○・－7＋仕■ll■   

7■－○■lせ■l■  

8■愴以上  

ホ卿■響  

之抽－  

ユー・■▲位，■縄   

嶋L5■也集l■   

事一′○一位】■三■  

○一－7■止水】■   

7・一OJ■仕九I■  

F■虻川1上  

■用耶■  

コ○％ ）○≠ 10≠ 肌 ‘8≠ ア○≠ 80≠ 肌 100≠  

ロ出勤し¶鴫■此 ■出払して一喝いt皮 月■耶   

J  

・日用に出勤したリハビリテーション巣矧こ係る専任ヰ征戦見  
紛隣人数）  

l■投■たり  100正▲  

■    ●  出勤した暮■■  たり  
出勤■  
t■   

■  ■【書任I  1．8人  0．3人  2」0人  1．8人  64．7 ＿＿」％   

■ 江 ■【暮ヰJ  7．7人  0．5人  8．2人  3．8人；  t  岳0言 

1攣■出土【書快】  9．2人  0．1人  9．3人  4．4人  ＿＿そq・．寧．  ％   

僧暮女杜士【書徒】  6．3人  0．1人  6．3人  3．0人  71．0 ％   

TtMⅢは【書鷹】  2．2人  0．1人  2．3人  1．1人  67．3 ％   

■t■1■・もん■†I †－シ●柑圧■【暮雛】  0．2人  0．0人  0．，2人  0．1人  82．0 ％   

合    計  27．3  1．1人  28．3  13．3  72．7   人   人  

人   ％   
フl王フII≡  

lIl杜■たり  100床▲た  平日の雄  

■   ■  出■したt■た  ｝  出向■■  
■   

エ   ■【事せ】   0．4人  0．2人  0．6人  0．3人  19．7 ＿＿乳   
一 任 ■【■従】   8．0人  0．3人  畠．3人  3・9ノ、墓  69．4， ％   

1攣■慮士【●徒】   3．2人  0．0人  3．2人  1．5人  、＿蔓含j．  ％   

僧義一錮士【暮雛】   i．3人  0．0人  2．3人  1．1人  25．6 ％   

m■鷺士【書抜】   0．5人  0．0人  0．5人  0．2人  15．4 ％   
■眞暮t■・ゎん■†I▼－ ゲ檜6；■lr▲瘡】  0．0人  0．0人  0．0人  0■．0人  2．3％   

合   計  14．3人  0．5人  14．9人  7．0人  36．6 ■％   

ヱ1二Z．9上亡  、   ＿」      ＼   

【回復期リハビリテーション病棟入院料Z算定病棟：実績期  

叩】  
平地4．5且他  

【回復期リハビリテーション病棟入院料2算定病棟  

：鍛練算定】平均4．5嵐也  
（N－10） ○％  之0■も    40％  （N－6ユ〉 ○％   

2■血♯可  

l  

ユー■■l愴■l■11          1  

■・｝引■敏一■I■   

5・－0斗愴ホ月■   

6■－7」■愴】■爛  

7・－さ■日放■り■  

○■t立山上  

■鳳讐  

1之．5ヽも  

2■朋叫  
t  

】－相性集彗  

4・－さ】■也】■I■  

5－6■t丘I■l■  

6一一7■位】■5■  

7・－・8一位■り■  

8■日立じ上  

’ ホ罰1■   

（平成21年虔検証部会調査咽復期リハビリテーション病棟たおいて導入された「賞の評価」の効果の実態綱査」）  35   

リハビリテーション提供単位数と改善状況  

入嫌日の翌週1週間のリハビリテーション（理学＋作業＋言措療法）の実施状況別にみた′く－セル指数の歌書状況（図表4．  
37）   

［回復リハビリテーション入院料1算定患者】  

平均M単位  

【脳血管疾患】  

［回復リハビリテーション入院料2算定患者〕  

平均払7単位  

【人誠恥パー軸触】  【／何周紳輔細  

は袖＝相掴1舶10は  は 鵬 掴 掴 購  

【人道掴伽トセ摘な】  仲伽1織の覆鮎則  

鳩2は鵬鵬8沌1帥貞  旭 川 2は 掴lほ  

廿机下   
tl・叫  

10・－1叩せ  

（H；朝刀   

掛倒仙  
川…M）   

】M9鞘  

（M，】）   

朴明日  
川棚9）   

！ト糾楓  

伽2抑   

叫根上  
（ltl珊  

9I靭下   

肺14）   

1l－1叩佐   

世珊   

卸側柑   
僻欄   

3l～コ叫位  

（拒欄   

仲朝川   
川瑚   

知－59I世   

仰lO）  

糾蝕上   
Ⅲ瑚  

（平成21年鹿検証部会調査「回復期リハビリテーション病掛こおいて導入された慣の評価」の効果の実態調査」声4  



中医協 診－：∃  

21．11．18  

第2一現行の診療報酬上の評価の曙蔓  

1入院基本料通則において、院内感染防止対策、医療安全管理体制につ   

いて規定されている。  

医療安全に関する体制について  

院内感染防止対策の基準（一部省略）  

（1）（3）省略  

（2）院内感染防止対策委員会が設置され、当該委員会がつき1回程度、定期的に開   

催されていること。  

（4）各病棟の微生物学的検査に係る状況等を妃した「感染情報レポート」が週1回積   

度作成されており、当該レポートが院内感染防止対策委員会において十釧こ活用さ   

れる体制がとられていること。  

（5）職員等に対し辛洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速辛乞式亭   

洗い液等の消毒液が設置されていること。  

医療安全管理体制の基準  

（1）（2）省略  

（3）安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。  

（4）安全管理のための委員会が開催されていること。  

（5）安全管理の体制確保のための職員研修が開催されていること。  

第1．現状と課題  

1医療安全に関しては、医療法上、各医療機関の有するべき体制につい   

て網羅的に規定されており、具体的には、院内感染対策の体制、医薬品   

に係る安全管理の体制及び医療機器に係る安全管理の体制について規   

定されている。（参考資料Pl～2）  

2 他方、診療報酬上は、入院基本料の通則の基準として、院内感染防止   

に関する体制及び医療安全管理に関する体制が規定されているほか、医   

療安全対策加算において、専従の医療安全管理者を配置し、組織的に   

医療安全対策を実施している医療機関を評価している。（参考資料Pl，3）  

4 また、医療機器安全に関連した項目として医療機器安全管理料が、医   

薬品安全に関連した項目として薬剤管理指導料があるが、いずれも、取   

り組むべき安全管理そのものを評価したものではなく、医療法の規定と一   

致していない。（参考資料Pl）   

3 院内感染対策については、感染症の専門的な知識を有する医療関係職   

種から構成されるチームによる、感染患者に対する回診や抗生剤の適正  

使用の指導等の院内感染管理の取組みが進んでいる。（参考資料 P4～  

10）  

5 医薬品の安全管．理については、安全性情報を一元的に管理するととも   

に、その評価結果を関連する医療関係者に周知し、必要な措置を速やか   

に講じる体制を構築することがより重要となっている。また、医療法上の医   

薬品安全管理表佳肴の役割等を診療報酬上の要件中で明示することで、   

より一層の医薬品安全につながるものと考えられる。（参考資料 Pll～   

20）  

2 平成18年度診療報酬改定において、専従の医療安全管理者を配置し、   

医療安全対策を行った場合の評価を新設。  

A234 医療安全対策加算（入院初日） 50点  

【算定要件】   

医療安全対策に係る適切な研修を縮7した専従の看吉葉師、薬剤師その他の医療   

有資格者が医療安全管理者として配置されていること等。  

届出医療機関数（上段：医療機関数／下段：病床数）  

医療安全対策加算   1，409   1，522  

505，528   529，515   平成19年  平成20年  
（参考）病院数／病床数平成19年‥8，986几563，065平成20年：8．855／1，559．914   

有床診療所／病床数 平成19年：11，907／149．501平成20年：11，594／144，710   



4 入院患者に対する薬剤師の薬学的管理及び指導について、ハイリスク   

薬を使用する患者及び救命救急入院料等の算定対象となる重篤な患者   

に対して実施した場合を重点的に評価した。  

平成20年度改定前  平成20年度改定後  

【薬剤管理指導料】  350点  【薬剤管理指導料】  

1救命救急入院料等を算定している患  

8 平成20年度診療報酬改定においては生命維持装置、放射線治療機器  対して行う場合  430点  

2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は  

注射されている患者に対して行う場合（1に  

該当する場合を除く。）  380点  

31及び2以外の患者に対して行う場合  

325点   

施設基準に適合する保険医療機関に入院  

している患者に対して投薬又は注射及び薬  

学的管理指導を行った場合に、当該患者に  

係る区別こ従い、患者1人につき週1回に限  

り、月4回を限度として算定する  

く救命救急入院料等を算定している患者＞   

救命救急入院料、特定集中治療室管理  

料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒  

中ケアユニット、（略）のいずれかを算定して  

いる患者  

く特に安全管理が必衰な医薬品＞   

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用  

剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタ  

リス製剤、テオフイリン製剤、カリウム製剤、  

精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン  

剤及び抗日IV薬   

に関する安全管理を評価。  

8011－4 医療職器安全管理料  

1臨床工学技士が配置されている保険  療機関において生命維持管理装置を用い   

て治療を行う場合（1月につき）50点  

2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機   

関において、放射線治療計画を策定する場合（一連につき）1．000点  

届出医療機関数（上段こ医療機関数／下段こ診療所数）  

施設基準に適合する病院である保  

険医療機関に入院している患者に対  

して投薬又は注射及び薬学的管理  

指導を行った場合に、患者1人につき  

週1回に限り、月4回を限度として算  

定する  

平成20年   

医療機器安全管理料  1   2．103  

186  

2   389  

7  

（参考）病院数／病床数 平成19年．：8，986ハ，563，065平成20年：   

8，855／1，559，91 

有床診療所／病床数 平成19年：11，907／149，501平成20年：11，594／144，710  

算定状況（社会医療診療行為別調査 平成20年6月審査分）  

実施件数  算定回数  

医療機器安全管理料  32，586  

10，264  

（参考）放射線治療計  345．059  



届出医療機関数（上段：病院数／下段モ診療所数）  

平成19年  平成20年   

薬剤管理指導料   5，563   5，603  

8   

算定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

薬剤管理指導料  

494，959  872，381  208，485  401，560  

327，703  508，602  

筆3．論点  

1院内感染について、専門知識を有する医療関係職種による抗生剤の適   

正使用やサーベイランス、多職種による回診等、より手厚い管理について、   

診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資料P4～10）  

2 専従の医薬品安全管理責任者を配置し、医薬品情報管理室又は薬剤   

部門で医薬品の安全性情報を一元的に管理するとともに、その評価結果   

を関連する医療関係者に周知し、必要な措置を速やかに講じる体制につ   

いて、診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資料Pll～20）  

G）   



医療法第六条の十  
病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の無私従業   

者に対する研修の実施その他の当該病臥納所又は助産所における 医療の安全を確保するための措置を凱こなければな  
址。  

医療法施蕎規則第一集の十一  
病快等の管理者は、法第六条の十の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない匪だし、   

第こ号については・病臥患者を入院させるための施政を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。）。  
一 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。  
二医療に係る安全管理のための委員会を開催すること。  
三医療に係る安全管理のための職員研修を実施すること．  
四医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。   

2病院等の管理者は、前項各号に抽げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措tを招じなければならない。   
一院内感染対策のための体制の確保に係る拷tとして次に掲げるもの（ただし、ロについては、病臥患者を入院させるため   
の施設を有する診療所及び入所施政を有する助産所に限る。）  
イ、院内感染対策のための指針の策定  
口 院内感染対策のための要員会の開催  
ハ従業者に対する院内感染対策のための研修の実施  
二当該病床軋こおける感染症の先生状況の軸告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方革の実鱒   

二医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措tとして次に掲げるもの  
イ医薬品の使用に係る安全な管理似下この条において「安全使用」という。）のための責任者の配置  
ロ 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施  
ハ医薬品の安全使用のための業務に関する手販書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施  
ニ医薬品の翠今使用のために必要となる情鱒申収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施  

∴■三医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る拷tとして次に掲げるもの  
私室敏イ？医療機器の安全鱒周のための★住着の鱒せ＋∵  

参考資料  

医療安全に関する体制について  

嶺遍紡操有高前面菰前者品譲吉姦‡藤毒盲諒品速読如∴： 
＿ 

、J  
十ノ1  

入院基本料通則における院内感染防止対策、医療安全管理体制及び神療対策の基準  

＜告示＞  

○メチシリン耐性黄色ブドウ坤菌の感染を防止するにつき十分な牧傭を有していること。  
○メチシリン耐性景色ブドウ球菌の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。  
＜通知＞  

院内感染防止対策委員金を月1回程度開催。  
院内感染防止医院会は病院長、看護部長、各部門責任者、感染症の経験を有する医師専で構成される  
入院患者からの各稚細菌検出状況や薬剤感受成績′くターンを記した「感染情報レポート」が週1匝程度作成されている。  
職Åに流水による手洗いの励行を徹底させること．各病室に水道又は速乾式亭洗い液等の消暮液の放せ  

理体制  

＜告示＞  

○医療費金管理償制が整備されていること。  
＜通知＞  
・安全管理のための指針が整備されていること  
・安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整傭されていること  
・安全管理のための委員会が開催されていること（月1回程度）  

・安全管理の体制確保のための職■研件が開催されていること。（年2回程度）   



1j誓リ  

1院内感染対策に関する責任と権限および組織  

1，1病院、有床診療所の管理者（以下、施 管理者）は院内感染対策など医   

療安全の確保に関して責任をもフ。  

1．2施設管理者は、院内感染対策に関する委員会（infectioncontroI   
committee；】CC）を設置する。  

1．3施設管理者は、院内感染対策に関する委員会の構成員として、施設管理   
者、看護部、薬剤部門、検査部門、事務部門の責任者および感染症対策   
専門の医師等の職員を配置する。  

1．4施設管理者は院内感染対策委員会を月に1回程度開催する。  

1・5施設管理者は、原染対策の実務的責任者㈱ 方が   

且邑。  

1．6施設管理者は、感染対策チ仰   

し、院内感染対策に関する聯  

出典：医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き（案）（07041ユVer．3．0）※、平成18年度厚生労働科学研究  
費補助金、「薬剤耐性菌等に関する研究」主任研究者：荒川宜親  

・大阪厚生年金病院  

（570床、平均在院日数13日、地域中核型の病院）  

・lCTのメンバー：   

2．1施設管理者は感染管理者に院内感染対策の実施に関する権限を委譲す   

壷。  
2．2施設管理者は院内感染対策の実施に関する財政的措置を行なう。  

2．3感染管理者あるいはにTの構成員は、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤   

師などとする方が良い。  

2．4感染管理者あるいは】口の構成員は、感染制御医師（tcD）、感染管理認定   
看護師（lCN）、お卿微生   

物検査技師（lCMT）などの寺門認定を取得する方がよい。  

2．5感染管理者あるいはl訂は、院内感染対策として職員の健康管理、一教育、   
感染対策相談（コンサルテーション）、発生動向監視（サーベイランス）、対   
策実施の適正化（レギュレーション）、および介入（インターベンション）を行   
なう。  

感染管理医師、感染管理看護師、細菌検査技師、   

薬剤師、歯科衛生士、事務職員  

（＋病棟にリンクドクター※、リンクナース※）  

・主な活動：   

病院感染サーベイランス活動、コンサルテーション、   

アウトブレイクの早期発見と対応、職業感染対策、   

職員教育など  
※リンクドクター・リンクナースとは、感染対策チーム（lCT）と連携し、各部署において現場の感染対策を実践  

する役割を担う医師又は看護師をいう  
7  

出典：柴谷清子、院内感染サーベイランスに基づく改善策とコスト効果．看腹腐乱30（6）、ヱ1・26、ヱ∞5   
出典：医療機関lこおける院内感染対策マニュアル作成のための手引き（案）（070413ver．∋．0）妓、平成18年度厚生労働科学研究  
費補助金、「薬剤耐性菌等に関する研究」主任研究者：ヲ引11宜親  
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策チーム（l  CT）の活動の実際②  

忙Tの平均構成人数  

・l口回診：週1回実施（抗菌剤の長期使用、抗菌薬によろ  

局所洗浄の実施、敗血症症例などテーマを決め、  

院内を巡回する。）  
・ターゲットサーベイランス：  

手術部位感染、中心静脈カテーテル関連血流感染、  

尿道留置カテーテル関連尿路感染などについて実施  

⇒問題点の明確化、改善策の構築など  

・マニュアルの整備：  

感染対策マニュアル、カテーテル挿入管理基準  

（例：CVカテーテル挿入管理マニュアル、気管挿管  

患者感染予防マニュアルなど）の作成  

蔚顕在指定  300床以上の  3伽床未満の  

l二iニトミi  一般窮境  一般ホ院  
（鮮口由  」lはMほL  （脚臼5）   

8  合計（人） ーーーー 

ー   
医師   2．7   3．4   1、3  

歯科医師  0．1   0．1   0  

薬剤鱒   1，2   1，4   0．9  

看護師   4．8   4．6   4．9  

検査技師  1．3   1．3   0．9  

病院事掃員  0．9   0．9   1．1  

その他   0．7   0． 1．1   

対策チームは多職種から構  
おり、1施設当たりの合計は  

となっている。  
※インフェクションコントロールチーム（感染対策チーム）  

出典：宮崎久＃他、医療施設における感染制御の組織化の現状、日本医事新報、4440、PP．85・88、2009  10  

出典；柴谷涼子、坑内感染サーベイランスに基づく改さ策とコスト効果、肴江農軋叫恥21・26、2∞5  

医療機関における医薬品の安全管理に係る見直しの提言  

薬書再発防止のための  

の医療機随の取他の強化  
・医療機瀾内の韮車重員会や製剤部門等において   
も、各医療機関内の情報伝達、医薬品の使用に   
係る安全性と有効性の客観的な情報収集・評価   
など、健康板書の発生や薬害防止の観点から積   
極的な取組を行い、一定の役割を担うよう努める   
べきである。   

・医療機関の安全管理責任者（医韮晶安全管理書  丘畳・医療機器安全管理責任者）を中心に一層の   

安全対策lこ取り組むべきである。  

占† 

・添付文書情報の周知が困純な現状から、薬剤師  等の医爽晶情報を取り扱う部門が医療安全確保   
に関する什朝を収集・評価L 

システム 
、その結皇多臨床個   

とともに、その   鳩に伝達するを構築する  伝達状況に薬剤師が関与し、確認すべきである。   
・情報が多すぎて、医師にかかる負担だけが大きく   
なり、大事な情報が伝わらなくなることがないよ   
う、旭当医以外の医師や、薬剤師等コメディカルも   
含めた安全性情報管理をチーム医療に組み込   
皇、徹底するべきである。  

（1）基本的な考え方   

（2）臨床試験・治験   

（3）承提審査   

（4）市販後安全対策等   

（5）健康被害救済制度  

糾インフエウシヨシコントロールドクター  

○全国の病院1．200施設を対象に調  

査を実施し、回収率43％（n＝515）  

○ 感染症指定医療機関では、  

ICD」ICN、専従職員の配置の割合が  

全体の割合より高い傾向にある。  

○専従職鼻の配置の割合は全体  
で約30％となっている。  

（7）専門的な知見を有効に活用するための方策   

（8）製薬企業に求められる基本精神   

（9）医薬品行政を担う組織の今後の在り方  

出典：平成21年4月30日「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについてく第一次提言）」  
（薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会）より抜粋、   一

」
「
．
」
∵
軸
■
 
 

※塞感染書理比定書牧師 出典：宮崎久義他、医療施設における感染制御の組織イヒの現状、日本医事新報、叫40、PP．85・88、2009  



安全性情報の情報源  医慣；云における医楽品安生管理責任者の業務  

・ 緊急安全性情報（厚生労働省が指示、製薬企業が配布。）  

・ 医薬品・医療機器等安全性情報（厚生労働省）  

● DrugSafetyUpdate（製薬業界）  

・ 添付文書改訂のお知らせ（製薬企業）  

・‘日本医療機能評価機構医療安全情報  

・ PMDA医療安全情報（医薬品医療機器総合機構）  

一千順書の作成  
♪、．■．．－こ．－．．．＿＿＿、い＿．＿∴．＿ 、■＿． ■  

従業者に申する研輝の実施  

○医薬品の有効性・安全性、使用方法   

○業務に関する手順書に関する事項   

○副作用等が発生した場合の対応  
（施設内での報告、行政機関への報告）   

○医薬品の採用・購入   
■名称、外観の類似性   

○医薬品の管理  
・麻薬、向精神薬、覚せい剤原料  
・毒薬・劇薬、特定生物由来製品  
・特に安全管理が必要な薬剤 等   

0投薬指示から調剤  
・患者情報の収集（服用歴、持ち込み薬）  

・処方せんの陀敲方法、  
・調剤方法、監査方法   

○与爽や服薬指導  ○安全使用に係る情報の取扱い   
○他施設（病院等、薬局等）との連携  

業務手順書に基づく業務 ㌢  
既出踊出払通ま．＿・ゝゝ緑」′．、叫；よ，エこ．∫ゝ．＿二＿」  

○従業者の業務が手順書に基づいているか   
定期的に確認し、確認内容の記録  

冥■■・l・l・■¶  

1惑  
＼墜撃聖や華、 

、 

】り、 」・一声   ○情報を広く収集し、管理する   

○必要な情報を取り扱う従業者に迅速かつ確実に   
周知徹底をはかる   

○安全性情報の情報源  
・添付文書、製造畑売業者、行政機関、学術誌等  

○－＝・ご・む←t・一書←…l  

∴1＿■こ二   

l－… 1－…  

＝J－1  
●○■＝■■IO  

－－‾，  
1’‘‾1＿，              ■■■一－ － ←  

㌘三壬這三転曇  
璧葦誤汗息  

日本医療機能評価機積  
医療史全情報  
httD：／／www．md－5afe，iDノ  

出典：平成19年3月30日医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の  
一部を改正する法律の一部の施行について」（医政発第0330010号）を基に作成  

出典：平成20年5月1之日第2同医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  14  

新たな安全性情報を踏まえて迅速に対応した例①  

＜安全性情報の概要＞  

・  麦角系ドパミン作動薬Aの使用上の注意が改訂されて、禁忌の項に   

「心臓弁腫の病変が確認された患者およぴその既往のある患者」が追  

記された。   

＜医療機関における対応の概要＞  

● 電子カルテ等が導入されていない施設。  

医薬品情報担当薬剤師が薬歴管理薄から患者と処方医を特定  

し、処方医へ情報提供。薬局長と院長は医薬品安全管理委員会で全便  

用患者に対する検査実施を決定し安全を確認した事例。  

出典：平成20年5月12日第2回医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  
出典：平成19年3月30日医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確立を囲るための医療法等の  

一部を改正する法律の一部の施行について」（医政発第0330010号）を基に作成  

15   



4月19日  

・厚生労働省、便用上の注意の改訂を指示。  
4月20日  

・医薬品情報室担当薬剤師が、MRから「添付文書改訂のお知らせ」を受理。  

・担当薬剤師は、薬剤科長に報告するとともに、薬歴管理清から必要な情報を   
坤掛ノて、当該薬剤の処方医と処方患者を特定。  

・医薬品情報室担当薬剤師は、処方医へ速報として「添付文書改訂のお知ら   
せ」を持参し情報提供。  

4月24日  

・院長をはじめとする全医師、薬剤師、看護師が参加する「医薬品安全管理委員   

会Jで本安全性情報を審諸。院長は、処方医に対し、当該薬剤服用患者の通過   
病変の有無を確竪するよう指示。検査室へも協力を要乱  

5月1日  

・「医薬品安全管理委員会」に該当患者全員に問診等でわかる副作用所見は認   

められていない旨の報告。  

5月 9日  

・入院中の患者については心エコー検査を実軌異常がないことを確認。  

＜安全性情報の概要＞ ■  

・放生物質Aの添付文書が改訂され、重大な副作用に「劇症肝炎」が追  
記された。  

＜医療機関における対応の概要＞   

・ 添付文書の改訂情報について、薬剤師が処方オーダノングシステムを   

活用して、当該医薬品を使用している医師ヘターゲットを絞り、処方時⊆  

情報提供。  

・ あわせて、病棟薬剤師が入院患者の冨り作用チェックをした事例。  

－1  

出典：平成20年5月12日第2回医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  18  出典：平成20年5月12日第2回医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  16  

＜例①の経過（その2）＞  
＜例②の経過＞  

5月15日  

・医薬品情報室担当薬剤師は、MRから当該薬剤が海外で市場撤退   
した旨の情報を入手。薬剤科長と院長、診療科医師で協詩し、堺回の  
「医薬品安全管理委員会」で検討することに決定。  

5月22日  

・「医薬品安全管理委員会」で審議し、市場撤退のお知らせに記載の   
ある危険因子である長期間の服用が必要な薬剤であること、当該事   
象が高齢者では重篤となりうることへ配慮して、全医師了解のもと援   
用中止を決定。   

・▲医薬品情報室担当薬剤師は、採用薬の中から代替薬となる医薬品   
を調査し、非衷角アルカロイド製剤を推奨。同時に、本剤の安易な中   
止や切り替えに伴い発症するおそれのある悪性症候群の危険性につ   
いて、各主治医に注意喚起。   

外来患者についてもエコー検査を実施し、当該副作用が発現してな   
いことが報告され対応の完了を確認。   

8月30日  

一 医薬品■医療機器等安全性情報より当該情報を入手。  

・医薬情報室担当薬剤師は、医薬品情細管理室手順に従い、医師等へ   
の情報提供を開始。  

9月1日  

■ 医薬情報室担当薬剤師が、曝内LANシネテムに当該情報を登録。  

・病棟薬剤師に対して、担当患者が抗生物質Aを使用していた場合、過   
重値の確認等、副作用の発現の確琵を指示。  

9月 3日  

・医薬情報室担当薬剤師が、院内情報紙を作成、発行。  

出典：平成20年5月12日第2国医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  
出典：平成20年5月12日第2回医薬品安全使用実践推進検討会資料より一部改変  17  …
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第17回医療経済実態調査  

結果報告に関する分析  

平成21年11月18日  

健康保険組合連合会   



1．主な分析結果   
【全体】   

○一般診療所、歯科診療所及び保険薬局は減益傾向にあるものの黒字であり、一般病院（全体）は赤字だが   
前回（19年6月）に比べ改善がみられる。なお、損益差額率の値をみると、年間（20年度）データと21年6月デ  
ータに大きな差はない。（P．2，P3）  

【病院】   

○一般病院を機能別にみると、バラツキはあるものの全体的には赤字となっており、特に赤字幅の大きかった  
こども病院は前回に比べ大幅に縮小している。（P．3）   

○一般病院の開設者別では、医療法人、国立、社会保険関係法人及び個人は黒字だが、依然として公立病  
院の赤字幅は大きく、給与真の構成比率が高くなっている。（P．5，P．6）   

○一般病院の15対1は黒字、7対1、10対1及び13対1はいずれも赤字となっている。療養病床60％以上の病院  
は経年的に黒字を示し、療養病床なしの病院は赤字となっている。（P．7）  

【診療所】   

○一般診療所の個人（入院診療収益なし）と医療法人（入院診療収益なし）は、減益傾向にはあるが黒字で  
ある（参考‥一般診療所■個人（全体）の損益差額は204．8万円／月、医療法人（全体）は59・2万円／月）。（P・9）   

○一般診療所・個人の診療科別をみると、眼科、皮膚科、精神科は全体（平均）に比べ高い数値（黒字）を示し、  
内科、外科、産婦人科が低くなっている。一般診療所・医療法人では、皮膚科、産婦人科、眼科が高い数値   
（黒字）を示し、精神科、耳鼻咽喉科、小児科は低くなっている。（P．10）  

【歯科診療所・保険薬局】   

○歯科診療所及び保険薬局ともに、平成19年6月と比べると減益ではあるが、黒字を維持している。  
（P．11，P．12）  

－1－   



2．損益差額率の比較  
（1）損益差額率（年間（20年度）データ及び平成21年6月データ）  

図1医療機関別損益差額率（年間データ及び平成21年6月）  

座卓畦吏≠亘垂画   

1ヨ 一般病院（開設者別）  …一般診療所 要歯科診療所 室 保険薬局 ∃   
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【（医療法人）  （国立）  （公立）   
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一般病院    一般病院  一般病院  一般病院 （国公立 を除く）   ▼ 「聖霊汁欝所  一般診療所    ■ 一般診療所‡歯科診療所  歯科診療所    保険薬局   † 保険薬局        （公的）   （その他）  （個人）    （医療法人）  （全体）享（個人）   ■  （医療法人）   （法人）  （全体）†  †   【1．4   －2．9   －0．2  －13．7  －1．5  －5．ヰ   6，8  ヰ・   12．5  ■  31．8   7．1   24．2； 7．7   6．0  † 些耳   
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年間データ＝平成21年3月末までに終了する直近の事業年（度）間の数値である。  

損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）、保険薬局の場合は医業収益を収益とする。  

一般診療所、歯科診療所及び保険薬局は、年間（20年度）データ、平成21年6月データ共に黒字を示してい  
る。一方、一般病院の医療法人、個人は黒字だが、公立、公的及びその他は共に赤字を示している。一般  
病院の国立、社会保険関係法人は年間データは赤字、21年6月データでは黒字となっているが、全体的に  
は、両データとも同じ傾向であり、損益差額率に大きな差はない。  

注）1．一般病院は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について集計（集計1）したものである。一般診療所、歯科診療所及び保険薬局は、r調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  
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（2）損益差額率（経年変化）   
常幽艶 卓見胤星1宣＝タ左庇厨 図2医療機関別損益差額率の経年変化（平成13～21年）  
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官岩室這…さ夏さ  
し H21年施設数  

損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）、保険薬局の場合は医業収益を収益とする。  

表中の「－」は調査数字の確認ができていない表記  

一般診療所、歯科診療所及び保険薬局と比べると、一般病院（療養病床60％以上病院を除く）は経年的に赤  
字を示している。赤字幅が大きかったこども病院は大幅に縮小し、特定機能病院、一般病院（10対1）および  
亜急性期算定病院等は、赤字幅が若干改善している。  
注）1，一般診療所と歯科診療所のr医療法人」はH21年（6月）より新たに分類され、H†3年（6月）からH17年（6月）のr医療法人」は「その他」の分矧こ含まれている。そして、H13年（6月）からH17年（6月）の一般診療所と歯科診療所の「その他」はほとん  

どの施設が「医療法人」のため、「医療法人」とする。H19年（6月）「その他」データは、H21年（6月）に再集計され「医療法人」と「その他」に分類。   
2．一般病院（全体）以外のH13年（6月）一日19年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H21年（6月）の数値は、医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計1）である。  

一般診療所、歯科診療所及び保険薬局は、「調査に回答した全ての医療横関等の集計（集計2）」である。   
3．一般病院（全体）のH13年（6月）～H17年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H19年（6月）一日21年（6月）の数値は医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計1）である。  
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3．医療機関別の分析  
（1）一般病院  

1）病床規模別  
図3 病床規模別損益差額率の経年変化（平成13～21年）  
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－3・0 

137   

損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）  

病床規模別にみると、いずれも赤字であるが、200床以上では損益差額率の改善がみられ、とくに500床以上  
は赤字幅が大幅に改善（縮小）されている。  

注）1．H13年（6月）～H19年（6月）は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H21年（6月）の数値は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について集計（集計1）したものである。  
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2）－1開設者別  

図4 開設者別損益差薇率の経年変化（平成13～21年）   

l□Ht3年用月∫白川5年沌月用川7年叩月】団＝19勘6月J□＝2凧6月－；  

損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）  

経年的に損益差額率をみると、公立は依然として大幅な赤字を示している。さらに、平成19年6月と平成21年6月  
で比較すると、医療法人と国立は黒字幅が僅かに増え、公立と公的は赤字幅が縮小している。また、全体でみる  
とマイナス4．5％であるが、国公立を除くとマイナス0．7％となっている。  

注）1．H13年（6月）～H17年（6月）は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H19年（6月）とH21年（6月）の数値は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について集計（集計1）したものである。  
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2）－2開設者別医業費用構成比率  

園5 開設者別医業・介護費用の構成比率と損益差薇率（平成21年6月）  
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損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）  

診療材料費＝診療材料費＋医療消耗器具備品費  

委託費は検査、給食、寝具、洗濯、医療用廃棄物、歯科技エ、医療事務、清掃、軽理、警備などの委託した業務の対価である。  

医業■介護費用構成比率をみると、黒字を示している医療法人と国立に対して、赤字を示している公立は、  
給与費、委託糞および医薬品糞が高い数値を示している。  

注）1．数値は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について集計（集計1）したものである。  
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3）入院基本料別、療養病床の有無別  
図6入院基本料別・療養病床あり（療養病床60％以上）療養病床なし別の損益差額率経年変化（平成17～21年）  
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黒字となっている15対1に対し、7対1、10対1及び13対1はいずれも赤字となっている。また、療養病床ありは  
黒字、療養病床なしは赤字となっている。  

注）1．H17年（6月）～H19年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H21年（6月）の数値は、医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計りである0  
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4）年間の緊急入院患者数別  
図7 年間の緊急入院患者200名以上・未満別の損益差額率と医業・介護費用構成比率（平成21年6月）  
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損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）  

診療材料費＝診療材料費＋医療消耗器具備品費  

「緊急入院患者200名以上」の損益差額率はマイナス5．7％と赤字を示し、「緊急入院患者200名未満」はマイナス  
0．0％となっている。また、「緊急入院患者200名以上」の医薬品糞と診療材料費の構成比率が「緊急入院患者  
200名未満」と比べると高い。  

注）1．数値は、医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計りである。  
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（2）一般診療所   

1）開設者別  

図8 開設者別損益差額率の経年変化（平成13～21年）  
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田H15年（6月）  

日日17年（6月）  

ヨ川9年16月・  

口H21年（6月）  

38．3  

・ 

・  

492  

医療法人   

※H19年（6月）及びH21年（6月）の数値は、「入院診療収益あり」と「入院診療収益なし」の集計区分を「有床」と職床」と表現し、H13年（6月）からH17年（6月）の「有床」と「「無床」の層別化とは異なるが、耶Ilの影響範囲が小さいため、近似値とみな   

して表示している。  

一般診療所・個人（有床）は損益差額率がプラス14．9％、個人（無床）はプラス30．7％となっている。また、医療  
法人（有床）はプラス6．9％、医療法人（無床）はプラス3．4％となっている（参考：一般診療所t個人（全体）の損  
益差額は204．8万円／月、医療法人（全体）は59．2万円／月）。  
注）1．一触診療所の「医療法人」はH21年（6月）より新たに分類され、H13年（6月）からH17年（6月）のr医療法人」は「その他」の分矧＝含まれていた。そして、H13年（6月）からH17年（6月）の一般診療所の（その他」はほとんどの施設が｛医療法人」のた  

め、「医療法人」とする。H19年（6月）「その他」データは、H21年（6月）に再集計され「医療法人」と「その他」に分類。   

2．数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  
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2）主たる診療科別  

図9 一般診療所（個人）・全体の損益差額率の経年変化（平成15～21年）   園10 一般診療所（医療法人）・全体の損益差額率の経年変化（平成15～21年）  
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日り！塾旦旦L  

らH‖年（6月）  

0什柑年（8月）  

田H21年（6月）  

」ゴ～！卓絶牧軽   

損益差額率＝損益差額／（医業収益＋介護収益）  

一般診療所（個人）は、平成19年6月と比べて減益（外科を除く）となっているものの、黒字を維持。眼科、皮  
膚科、精神科が相対的 
一般診療所（医療法人）も、平成19年6月と比べて減益（産婦人科と外科を除く）となっているものの、黒字を  
維持。皮膚科、産婦人科、眼科などが相対的に高く、精神科、耳鼻咽喉科、小児科は低くなっている（図10）。  
注）1．H15年（6月）～H19年（6月）の診療科別データは介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。H21年（6月）の数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。   

2．一般診療所のr医療法人」はH21年（6月）より新たに分類され、H15年（6月）からH19年（6月）の「医療法人」は｛その他」の分矧こ含まれていた。そして、H15年（6月）からH19年（6月）の一般診療所の「その他」は、ほと  

んどの施設が「医療法人」のため、「医療法人」とする。   
3．一般診療所の「（個人）、医療法人）」は、個人、その他、医療法人及び全体の開設者別を、「全体」は、入院診療収益ありと入院診療収益なしの層別を意味する。  
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（3）歯科診療所  

園11歯科診療所の損益差額率の経年変化（平成13～21年）  

臼H17年（6月）団H19年（6月）□H21年（6月）  ロト‖3年（6月）日日15年（6月）   

0．0  

ロト＝3年（6月・  

旦叩．．蔓草1旦旦2  

□川7年t： 

、 

旦旦堕年上旦即  

□H21年l、6月・   

H21年施設数  

損益差額率＝損益蓑虫／（医業収益＋介護収益）  

歯科診療所・個人は損益差額率がプラス33．2％、医療法人はプラス9．3％となっており、減益ではあるが黒字を  
維持している（参考：歯科診療所・個人の損益差額は120．2万円／月、医療法人は75．0万円／月）。  

注）1．歯科診療所の「医療法人」はH21年（6月）より新たに分類され、H3年（6月）からH17年（6月）の「医療法人」は「その他」の分類に含まれていた。そして、川3年（6月）からH17年（6月）の歯科診療所の「その他」はほとん  

どの施設が「医療法人」のため、「医療法人」とする。H19年（6月）「その他」データは、H21年（6月）に再集計され「医療法人」と「その他」に分頬。   

2．数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  
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（4）保険薬局  図13 保険薬局（法人）の後発医薬品調剤割合の違いによる損益差額率（平成19－21年）  
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図12 保険薬局の損益差額率の経年変化（平成13～21年）  
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国14 保険薬局（法人）の後発医薬品備蓄割合の違いによる損益差額率（平成19～21年）  

巨三亘亘画室i亘tl  
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、  

l1－1‾／／  ．■lフ＼／  
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÷  
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堅旦叩年（6．昂L  

弓H岬年（6月）  

し」H17年i6月ノ  

軋り1旦年（β即一  

口H21年（6月）   

り字1年施設数  

損益差額率＝損益差額／（収益＋介護収益）  

保険薬局・個人は損益差額率がプラス9．5％、法人はプラス4．0％となっており、減益ではあるが黒字を維持して  

いる（参考：保険薬局■個人の損益差額は73．3万円／月、法人は53．3万円／月）（図12）。  

また、後発医薬品の調剤割合、備蓄割合と損益差額率に、相関関係は特にない（図13，図14）。  

注）1・数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  
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査に向けた意見  回
 
 

次
 
 

4
．
 
 
 ○今回の調査では、医療機関等の損益状況について、単月（平成21年6月）データに加え、年間（20年  

度）データの調査もあわせて実施したが、単月と年間データに大きな差はみられなかった。今後の調  
査に当たっては、「決算データの活用に関する懇談会」で指摘された課題等を踏まえた検証を行う必  
要がある。  

○中長期的には、病院の経営状況を評価するためには診療科別の損益状況等も必要であり、診療報  

酬調査専門組織等の活用も視野に入れて医療経済実態調査の在り方について総合的に検討する  

必要もある。  

○このほか、▽有効回答率が低かったことを踏まえた調査手法の検討、▽経営状況を適切に判断す  
るため、入院患者及び外来患者1人あたりの平均収益単価、病床利用率などの基礎情報も必要、▽  
年間の緊急入院患者数別の経営状況を適切に評価するには、病床規模や役割なども踏まえた調査  
と集計が必要－などの課題があげられる。  
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注釈  

○一般病院（病床規模別）  

●H13年（6月）～H19年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。  

●H21年（6月）の数値は、医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計1）である。  

●構成比率は「医業収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。  

○一般病院（開設者別）  

●H13年（6月）～H17年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。  

●H19年（6月）の数値は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について再集計したものである（集計1）。  

●H21年（6月）の数値は、医業・介護収益において介護収益の割合が2％未満の病院について集計（集計りしたものである。  

●構成比率は「医業収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。  

●「国立」とは、厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他（国の機関）が開設する病院である。  

●「公立」とは、都道府県立、市町村立、地方独立行政法人立病院である。  

●「公的」とは、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会などである。  

●「社会保険関係法人」とは、全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合などである。  

●「その他」とは、公益法人、社会福祉法人、医療生協、その他の法人などである。  

●個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。   

○機能別  

●DPC対象病院からは特定機能病院は除いている。  

●こども病院（小児総合医療施設）とは、診療科目中に小児内科の他に小児外科を含む複数の外来系診療科を有する施設で、総合的に小児医療が行える医療施設として、日本小児医療  

施設協議会が認めた施設をいう。  

●こども病院からは特定機能病院は除いている。  

●「特定機能病院」とは、医療法第4条の2の規定により、特定機能病院として厚生労働大臣の承認を得ている病院である。  

●「回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院」（回復期リハ算定病院）とは、社会保険診療報酬における回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院である。  

●「亜急性期入院医療管理料算定病院」（亜急性期算定病院）とは、社会保険診療報酬における亜急性期入院医療管理料算定病院である。  

●「DPC対象病院」、「回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院」、「亜急性期入院医療管理料算定病院」、「特定機能病院」、「こども病院」、「入院基本料別」、「療養病床60％以上  
と有しない一般病院」及び「年間の緊急入院患者数が200名以上と未満病院」におけるH13年（6月）－H19年（6月）の数値は、介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。  
同じくH21年（6月）の数値は、医療・介護収益に占める介護収益の割合が2％未満の医療機関の集計（集計1）である。  

」
」
 
 
∃
1
 
」
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○一般診療所（入院診療収益あり・なし別）  

●数値は．「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  

●H19年（6月）の数値は、「入院診療収益あり」と「入院診療収益なし」の集計区分およぴ「医療法人」と「その他」の集計区分が新設されたことに伴い再集計したものである。  

●構成比率は「医業収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は責用科目の割合である。  

●個人立の一般診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。  

●「一般診療所（その他）」とは、市町村立、国民健康保険組合、社会福祉法人、医療生協などの一般診療所である。  

○一般診療所（診療科別）  

●H15年（6月）～H19年（6月）の数値は介護保険事業に係わる収入のない医療機関の集計である。  

●H21年（6月）の数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  

●構成比率は「医業収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。  

●主たる診療科別：内科は内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科（胃腸内科）、腎臓内科、神経内科、糖尿病内科（代謝内科）、血液内科、感染症内科、及び心療内科である。小児  
科は小児科である。精神科は精神科である。外科は外科、呼吸器外科、循環器外科（心臓・血管外科）、乳腺外科、消化器外科（胃腸外科）、気管食道外科、形成外科、美容外科、脳神  
経外科及び小児外科である。整形外科は整形外科である。産婦人科は産婦人科、産科及び婦人科である。眼科は眼科である。耳鼻咽喉科は耳鼻咽喉科である。皮膚科は皮膚科である  
その他は泌尿器科、肛門外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、アレルギー科、リウマチ科、病理診断科、臨床検査料及び救急科である。  

○歯科診療所  

●「医療法人」と「その他」におけるH19年（6月）の数値は、当該集計区分が新設されたことに伴い再集計したものである。  

●構成比率は「医業収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。  

●「その他」とは、市町村立などの歯科診療所である。  

●個人立の歯科診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。  

●数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  

○保険薬局  

●構成比率は「収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。  

●個人立の保険薬局の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。  

●数値は、「調査に回答した全ての医療機関等の集計（集計2）」である。  

●「後発医薬品調剤割合」とは、調剤した全ての医薬品の数量（薬価基準の規格単位ベース）のうち後発医薬品の割合である。  

●「後発医薬品備蓄割合」とは、全調剤用備蓄医薬品品目数に占める後発医薬品品目数の割合である。  
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第17回医療経済実態調査の  

結果について  

平成21年11月18日   

日本薬剤師会   



保険薬局の費用構成について  

保険薬局の費用のうち、医薬品等購入費（薬剤粒ゝ  

材料料）が最も高く、珊  

を占めている。  

1回の処方せんにおける  どの影  

響により、年々、医薬品等購入費の占める割合は増  

迦している。  
収支差（損益差額）は全体平均でプラスを示している  

ものの（法人薬局の場合、4．0％）、その割合は減少  

しており、依然として  られない  

保険薬局（法人）における費用構成（1施設あたり）  
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†  
平成17年6月 …平18改定喜平成19年6月  

三調剤▲0・6％毒  

室薬価▲6・7％至  

†  
平20改定…平成21年6月  

調剤＋0．17％…  

薬価▲5・2％…   



考察  

医薬品等購入費の増加により、御  

を圧迫していることが伺える。  

特に給与費については、従事薬剤師数の削減などによって  

効率化を図ることは困難であることから（薬剤師が取扱可能な処方せ  

ん枚数は、1日平均40枚までと薬事法で規定されている）、開設者の給与を  
減らすなどにより対応しているものと推測される。  

一方、処方せん1枚あたり調剤医療費（下図）から明らかなよ  
うに、長期投薬の影響を受けて薬剤料は増加しており、  

料の実額は微増しているものの、技 術料の構成割合は減少  

している（平成18年度：27．5％→平成20年度：26．2％）。  

また、後発医薬品の使用促進への取り組みに伴い、後発医  
薬品の備蓄品目数は着実に増加している。しかし、  
品から後発品への変更後も先発品が不要となるわけではなく  

備蓄品目数はさらに増加し、医薬品購入費も増加することに  
なる。  
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※調剤医療費の動向（厚生労働省保険局調査課）よリ  

2   



入院中患者における他医療機関からの  

診療一指導について  

第1 現状と課題   

近年、医療機能の分化が進む中、専門分野に特化した医療機関同士  

の連携が重要となっている。その中には、患者が入院している医療機関  

に他医療機関の医師が赴いて専門医療を提供する形態も含まれるく参考  

資料P15）。  

第2 診療報酬上の評価  

1入院中の患者に対して診療上必要があると認める場合は、他の保険   

医療機関の保険医の立合診療を、対診という形で受けることができ   

る。この場合、対診を行った医療機関の医師は往診料、基本診療料   

等を算定することができる。  

2 在宅へ移行する患者について、退院後‘の在宅療養を担う医師等が入院   

中の保険医療機関に赴いて入院中の保険医療機関の医師等と共同して   

指導を行った場合を評価している。ハイリスクの妊産婦を紹介した医師が   

紹介先の病院に赴き共同で指導を行った場合を評価している。  

BOO4 退院時共同指導料1  

1 在宅療養支援診療所  1，000点  

2 1以外  600点  

BOO5 退院時共同指導料2  300点  

BOO5－4 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ） 500点  

BOO5－5 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ） 350点   



平成21年11月13日中医協基本問題小委員会提出資料訂正について  

r入院中患者における他医療機関からの診療・指導について」   

「入院中患者における他医療機関からの診療・指導について」（平成21年11月13日  

中医協診－1，P5），の往診料の記載に誤記がありましたので訂正いたします。  

第1の1，枠囲い中  

COOO往診料（対診も含む）600点  

凸  
COOO往診料（対診も含む）650点  

（∋  

釘  ‾丁一「郡「   




